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第１章 計画策定の基本的事項 
 

第１節 計画策定の趣旨・目的 
 

本村を含む金武地区消防衛生組合では、平成31年3月に計画期間を10年間（平成31年度～令和10年

度）とする「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下、「現行計画」という）」を策定しており、金

武地区消防衛生組合を構成する金武町、宜野座村の住民、事業者のみなさんとともに、環境への負荷

が少ない循環型社会の構築を目指して、3R（リデュース：発生・排出を抑制する、リユース：再使用

する、リサイクル：再生利用する）の取り組みを基本に、ごみの減量化・リサイクル及び適正処理を

推進してきました。 

また、SDGs(持続可能な開発目標)については、国が取りまとめた「SDGs実施指針改訂版」において、

「地方自治体は、SDGsを原動力とした地方創生を推進することが期待されている」と位置付けられら

れておいます。「第5次宜野座村総合計画（後期計画）」では、「実は、「美しい村をつくる」「住

みよい村をつくる」「活力のあるむらをつくる」等、常日頃から「村民憲章」を意識し、取り組んで

きた活動は、「SDGs」と重なります。」との記載もあり、本計画においてもSDGsの内容と重なる計画

となります。 

 

 

図1.1-1 循環型社会のイメージ 
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第２節 計画の位置づけ 
 

１．宜野座村一般廃棄物処理基本計画の位置づけ 

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」

という）」第6条第1項に基づいて策定するもので、「第5次宜野座村総合計画」に定める廃棄物対策

のうち、一般廃棄物処理の将来像や基本目標を具体化・実行するための計画として、また、宜野座村

におけるごみ処理事業の 上位の計画となるものです。 

なお、一般廃棄物処理計画は、「廃棄物処理法施行規則第1条の3」の規定により、長期的視点に立

って計画目標、施策等を設定した基本計画（本計画）と、施策や事業等の実施のため毎年度定める実

施計画によって構成されています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 図1.2-1 宜野座村一般廃棄物処理基本計画の位置づけ 

一般廃棄物処理計画 

第５次 宜野座村総合計画 

金武地区消防衛生組合 

環境基本法 

環境基本計画 

循環型社会形成推進基本法 

循環型社会形成推進基本計画 

廃棄物処理法 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

環境大臣が定める基本方針 

資源有効利用促進法 

＜廃棄物の適正処理＞ ＜リサイクルの推進＞ 

沖縄県廃棄物処理計画（第４期） 

廃棄物処理法 

第6条第1項 

各種リサイクル法 

（個別物品の特性に応じた規制） 

廃棄物処理法 

第5条の5 グリーン購入法 

（国等が率先して再生品などの 

調達を推進） 

宜野座村一般廃棄物処理基本計画 

連携 

宜野座村一般廃棄物処理実施計画 
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２．ごみの処理・リサイクルを巡る関連法の動向 

ごみの適正処理、及びリサイクルの促進等に関連する法律の動向については、表1.2-1に示すとお

りです。とりわけ、「循環型社会形成推進基本法」は、形成すべき「循環型社会」の姿を明確に提示

し、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義するとともに、ごみ処理の優先順位【発生抑制

（リデュース）→再使用（リユース）→再生利用（マテリアルリサイクル）→熱回収（サーマルリサ

イクル）→適正処分】を初めて法定化するなど、その後のごみ処理行政や、ごみ処理基本計画等に方

向性を与える重要な性格を有しています。 

 

表1.2-1 ごみの処理・リサイクルを巡る関連法の概要とその動向 

名称 概要 
制定年度 

（ 終改正） 

環境基本法 

環境の保全について基本理念を定め、環境の保全に関する施策を総

合的かつ計画的に推進することにより、国民の健康と文化的な生活

を確保する。 

令和3年度改正 

(平成5年度施行) 

循環型社会形成推進基本法 

循環型社会の形成についての基本原則や国等の責務を定めるとと

もに基本計画の策定などについて定めることにより、環境への負荷

ができる限り低減される「循環型社会」の形成を推進する。 

平成24年度改正 

(平成12年度施行) 

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（廃棄物処理法） 

廃棄物の排出抑制や適正な処理(分別、保管、収集、運搬、処分、

再生等)を行うことにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図

ることを目的とし、廃棄物の定義や処理責任、廃棄物処理業者及び

処理施設に対する許可、廃棄物処理基準などを規定する。 

平成29年度改正 

(昭和45年度施行) 

資源の有効な利用の促進に

関する法律(資源有効利用

促進法) 

資源の有効物用を図るとともに、廃棄物の発生抑制や環境保全に資

するため、主に事業者等の取り組みを中心に廃棄物の発生抑制、部

品等の再利用及び原材料としての再利用の促進を目的とする。 

令和5年度改正 

(平成3年度施行) 

容器包装に係る分別収集及

び再商品化の促進等に関す

る法律(容器包装リサイク

ル法) 

家庭等から出されるごみの大半を占めている容器包装の製造・利用

事業者などに分別収集された容器包装のリサイクルを義務付ける

ことにより、一般廃棄物の減量と資源の有効利用を図る。 

平成23年度改正 

(平成7年度施行) 

特定家庭用機器再商品化法

（家電リサイクル法) 

家電製品の製造・販売事業者などに廃家電背品の回収、リサイクル

を義務付けることにより、家電製品の効果的なリサイクルと廃棄物

の減量化を図る。対象となる家電製品は当初、ブラウン管テレビ、

冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコン、平成21年4月1日より液晶式及

びプラズマ式テレビと衣類乾燥機が追加されている。 

令和元年度改正 

(平成10年度施行) 

食品循環資源の再生利用等

の促進に関する法律(食品

リサイクル法) 

売れ残りや食べ残し又は製造過程において発生する食品廃棄物に

ついて、発生抑制、減量化等により 終的に処分される量を減少さ

せるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食

品関連事業者による食品循環資源の再生利用等の促進を図る。 

令和2年改正 

(平成12年度施行) 

使用済小型電子機器等の再

資源化に関する法律(小型

家電リサイクル法) 

デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型家電に含まれる貴金属

やレアメタル等の資源の有効利用や有害物質の管理等の廃棄物の

適正処理の確保を図る。 

令和3年度改正 

(平成24年度施行) 

国等による環境物品等の調

達の推進等に関する法律

（グリーン購入法) 

国等が率先して、再生などの環境物品等の調達を推進し、情報提供

その他の環境物品等への需要の転換の促進を図る。 

平成21年度改正 

(平成12年度施行) 

食品ロス削減推進法 

食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにす

るとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の

基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減について総

合的に推進を図る。 

令和元年10月施行 

プラスチックに係る資源循

環の促進等に関する法律 

プラスチック製品の製造メーカー等の取り組むべき事項及び配慮

すべき事項を定め、プラスチックの使用量の削減、部品の再使用、

再生利用を容易にするためのプラスチック使用製品の設計又はそ

の部品若しくは原材料の種類の工夫、プラスチック以外の素材への

代替、再生プラスチックやバイオプラスチックの利用等の取組促進

を図る。 

令和3年6月施行 
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３．ごみ処理計画に関連する国及び沖縄県の動向 

ごみ処理行政・処理計画等に関連する国及び沖縄県の動向については、以下に示すとおりです。 

島嶼県である本県の地理的特性は、廃棄物の適正処理や効率的なリサイクルを推進する上で大きな

制約となっており、環境への負荷の受容容量にも限りがあることから、廃棄物の排出を抑制し、再使

用、再生利用のいわゆる3R（リデュース、リユース、リサイクル）によって減量化を促進し、 終処

分量をできる限り低減することにより、持続可能な循環型社会の形成を図っていく必要があります。   

また、ごみの適正処理では、家庭系・事業系食品ロスの削減、高齢化社会に対応した廃棄物処理体

制の確保、廃棄物処理システムの地球温暖化対策の強化、万全な災害廃棄物処理体制の構築などがあ

げられます。 

 

 

 
 

 
 

 

  

〇 国の動向（ごみ関連の計画及び基本方針等の改定） 

 

・平成22年12月：廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るための基本方針 

・平成24年 4月：第四次環境基本計画 

・平成25年 5月：廃棄物処理施設整備計画 

・平成25年 5月：第三次循環型社会形成推進基本計画 

・平成25年 6月：ごみ処理基本計画策定指針 

・平成26年 3月：災害廃棄物対策指針 

・平成27年11月：大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針 

・平成28年 1月：廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るための基本方針 

・平成28年 9月：ごみ処理基本計画策定指針 

・平成30年 3月：災害廃棄物対策指針 

・平成30年 4月：第五次環境基本計画 

・平成30年 6月：第四次循環型社会形成推進基本計画 

・平成30年 6月：廃棄物処理施設整備計画 

・令和元年 5月：プラスチック資源循環戦略の策定 

・令和元年10月：食品ロスの削減の推進に関する法律の施行 

・令和 3年 3月：グリーン購入法基本方針改正 

・令和 5年 6月：廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るための基本的な方針の変更 

〇 沖縄県の動向（ごみ関連の計画） 

 

・平成23年 3月：沖縄県廃棄物処理計画（第3期） 

・平成25年 8月：第7期沖縄県分別収集促進計画 

・平成28年 3月：沖縄県廃棄物処理計画（第4期） 

・平成28年 8月：第8期沖縄県分別収集促進計画 

・平成29年 3月：沖縄県災害廃棄物処理計画 

・令和 3年12月：第9期沖縄県分別収集促進計画 

・令和 4年 8月：第10期沖縄県分別収集促進計画 

・令和 4年 3月：沖縄県廃棄物処理計画(第5期) 

・令和 4年 3月：沖縄県食品ロス削減推進計画 
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第３節 計画の期間及び目標年度 
 

本計画は、令和6年度を初年度とし、令和15年度を目標年度とする10年間を計画期間とします。ま

た、5年後の令和10年度に中間目標年度を設定し、ごみの減量化・リサイクルの進展や計画に掲げる

各種施策の進捗、事業内容等について中間評価を行います。 

なお、その他、法改正や計画策定の前提となっている諸条件に大きな変動があった場合は、必要に

応じて見直しを行うこととします。 

 

表1.3-1 計画の期間・目標年度 

 
 

第４節 計画の対象区域及び対象廃棄物 
 

１．計画の対象区域 

計画対象区域は、宜野座村の行政区域内全域を対象とします。 

  

２．計画の対象廃棄物 

廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に区分されており、市町村の処理責任となっている一般廃棄物

（ごみ及び生活排水）を本計画の対象廃棄物とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※1）一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの  

※2）燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要 

物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、 

ばいじん、輸入された廃棄物、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの 

※3）産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの 

図1.4-1 計画の対象廃棄物 

  

年度 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
項⽬ （Ｒ3） （Ｒ4） （Ｒ5） （Ｒ6） （Ｒ7） （Ｒ8） （Ｒ9） （Ｒ10） （Ｒ11） （Ｒ12） （Ｒ13） （Ｒ14） （Ｒ15）

●

●

●

計
画
策
定
年
度

本計画の期間

計画基準年度

中間⽬標年度

計画⽬標年度
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第２章 地域の概要と将来構想 
 

第１節 地域の位置・地勢 
 

１．宜野座村の位置・地勢 

宜野座村は、沖縄本島東海岸の中央部（北緯26度28分、東経127度58分）に位置し、東西7km、南北

8.9 kmの広がりをもち、総面積31.32km2を擁しています。本村の北西部は古知屋岳、ガラマン岳、漢

那岳の美しい稜線を描く山並みを隔てて恩納村、南西部は金武町、北部は名護市に隣接し、南東側は

太平洋に面しています。 

その山並みから東海岸に向かって、漢那福地川、宜野座川、慶武原川等が河谷を形成し、漢那湾、

宜野座湾、松田潟原に注いでいます。また、河口周辺には豊かなマングローブ群落がみられ、漢那・

惣慶・宜野座・松田には美しいビーチがあり、海水浴等にも親しまれています。さらに、河川は太平

洋に注いでいるため、西から東に向かってなだらかに波形状の台地を形成し、大きな松田鍾乳洞は観

光資源の1つとなっています。 

道路は、東西に県道234号線が横断し、南北に国道329号が縦断しています。耕地は国道329号を中

心として東西に広がっています。 

 

 

図2.1-1 宜野座村の位置図（沖縄県保健所管轄区域） 

  

宜野座村 
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第２節 人口等の動態 
 

１．人口及び世帯数・世帯人員の推移 

平成25年度～令和4年度までの行政区域内人口（総人口）、世帯数及び世帯当たりの人員（世帯人

員）の推移は、表2.2-1、図2.2-1に示すとおりです。令和4年度の人口は、6,278人となっています。 

宜野座村の人口、世帯数の推移は、いずれも経年的に増加傾向にあり、世帯人員については減少す

る傾向（核家族化・単独世帯化）にあります。 

 

表2.2-1 人口及び世帯数・世帯人員等の推移 

年度 

宜野座村 

人口 

(人) 

人口 

増加率 

（％） 

世帯数 

 (世帯） 

1世帯当たり

人員 

（人/世帯） 

H25 5,840 0.45% 2,239 2.6 

H26 5,900 1.03% 2,285 2.6 

H27 5,918 0.31% 2,301 2.6 

H28 5,948 0.51% 2,339 2.5 

H29 5,996 0.81% 2,381 2.5 

H30 6,074 1.30% 2,482 2.4 

R1 6,107 0.54% 2,541 2.4 

R2 6,166 0.97% 2,587 2.4 

R3 6,240 1.20% 2,658 2.3 

R4 6,278 0.61% 2,714 2.3 

注）人口は住民基本台帳による各年10月末人口 

 

 

図2.2-1 人口及び世帯数・世帯人員等の推移 

  

（人/世帯） （人） 
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２．年齢別人口の推移 

国勢調査（総務省統計局：平成22年度～令和2年度）に基づく宜野座村の年齢3区分人口割合の推移

をみると、平成17年以降、老年人口（65歳以上）が年少人口（14歳以下）を上回る勢いで増加してお

り、生産年齢人口（15～64歳）は減少傾向にあります。 

宜野座村において、平成22年に老年人口が21.1％となり、超高齢社会を迎えています。 

 

図2.2-2 年齢別人口割合の推移（宜野座村） 

        引用：「沖縄統計年鑑」 
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第３節 産業の動向 
 

１．産業 

国勢調査（総務省統計局：平成22年度～令和2年度）に基づく宜野座村の産業別（3類型）就業者数・

構成比の推移は、表2.3-1、図2.3-1に示すとおりです。 

令和2年の産業別就業者の構成比をみると、第1次産業が13.9％、第2次産業が15.2％、第3次産業が

70.9％となっています。 

宜野座村において、第3次産業の就業者数が も高く、その構成比は年々増加しています。また、

第1次産業の構成比は一貫して減少傾向にあるものの、就業者数の減少はやや鈍化しています。第2次

産業については、就業者数、構成比ともに平成22年より増加に転じています。 

 

表2.3-1 産業別就業者数・構成比の推移（宜野座村） 

 
 

 

図2.3-1 産業別就業者構成比の推移（宜野座村） 

 

 

 

 

 

  

第１次産業 第２次産業 第３次産業 総数
就業者数（⼈） 418 333 1,638 2,389
構成⽐（％） 17.5 13.9 68.6 100.0
就業者数（⼈） 415 389 1,821 2,625
構成⽐（％） 15.8 14.8 69.4 100.0
就業者数（⼈） 403 442 2,054 2,899
構成⽐（％） 13.9 15.2 70.9 100.0

注）第３次産業には、「分類不能の産業」を含む

区分

Ｈ22

Ｈ27

Ｒ2
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第４節 土地利用の状況 
 

１．土地利用状況 

宜野座村の土地利用状況（沖縄統計年鑑 令和4年）は、図2.4-1に示すとおりです。 

地目別土地利用（総面積962.8ha）の割合については、畑が51.9％で も多く、次いで原野が23.6％、

その他が15.6％、宅地が8.9％となっています。 

 

 

図2.4-1 地目別土地利用状況（宜野座村） 

引用：「沖縄統計年鑑（令和4年度版）」 
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第５節 水環境 
 

１．指定河川及び河川について 

 宜野座村には、2級河川に指定されている漢那福地川があり、漢那ダムや漢那脇ダムの水源とし

て利用されています。漢那川の位置及び沖縄県の水質調査地点について図2.5-1に示しました。 

 

 

図2.5-1 漢那川の位置及び水質調査地点 

引用：水質調査結果（沖縄県） 
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２．水質測定結果 

宜野座村内で実施されている公共用水域の水質測定結果について、表2.5-1に示しました。 

漢那川では漢那ダムの開設に伴い沖縄県が水質測定を実施しています。 

漢那川はＡ類型として指定されており、水質測定結果はＡ類型の基準値以下で推移しています。 

 

表2.5-1 水質測定結果 

  (BOD75%値)(mg/L)          

 
参考：「水質測定結果」（沖縄県）より作成 

 

 

図2.5-2 水質測定結果（BOD75％値）（漢那川-漢那ダム） 
※「水質測定結果」から作成 

  

⽔系 採⽔地点 類型指定 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｒ2 Ｒ3
漢那川 漢那ダム − 0.6 0.6 <0.5 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 0.9

Ａ類型基準値（2mg/L） 

（mg/L） 
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第６節 宜野座村の基本構想 
 

宜野座村では、平成29年3月に「第5次宜野座村総合計画（平成28年度～平成37年度）」を策定して

おり、『水と緑と太陽の里・宜野座村』をむらづくりの将来像として掲げ、6つの施策大綱のもと、

それぞれの目標に沿った各種施策を展開しています。 

廃棄物処理関連については、基本構想の施策大綱3「自然と共生した環境にやさしい“循環型社会

づくり”」、後期基本計画の基本施策3-4「環境衛生の向上」に位置づけられています。 

 
基本構想《 計画期間：平成28～37年度 》            後期基本計画《 計画期間：令和3～7年度 》 

図2.6-1 第5次宜野座村総合計画（後期）の全体構成 
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「第5次宜野座村総合計画【後期基本計画】（令和3～7年度）」に示された廃棄物処理対策に関す

る課題や、施策のめざす方向及びについては、以下のとおりです。 

 

 

 
   施策のめざす方向   

 循環型社会を構築するため、分別収集による資源化の徹底や4R運動（リフューズ・リデュース： 

排出しない、リユース：再使用する、リサイクル：再資源化する）を促進するとともに、関連部局・機 

関や村民との連携による不法投棄の取締まりの強化、新たな一般廃棄物処理施設の整備を進めます。 

 

   成果指標   

 

指標名 
現状値 

（令和3年度） 

目標指標 

（令和7年度） 
備考 

村民一人当たり1日のごみ排

出量 
921 g 845 g 

「一般廃棄物（ごみ）処理基本計

画」（金武地区消防衛生組合） よ

り目標値を引用 

資源ごみの年間回収量 136 t 136 t 

一般廃棄物の再生利用率 9.3％ 10.0 ％ 

 

   施策の展開   

◆ 廃棄物処理対策の充実 

①一般家庭や事業所等におけるごみ分別収集の徹底や4Ｒ運動（リフューズ・リデュース、リユース、リサイ 

クル）の促進など、廃棄物の抑制と資源化の推進について普及啓発を図ります。 

②環境監視員と連携したパトロールの実施や補助事業の活用により、不法投棄対策の強化を図ります。 

③金武地区消防衛生組合等の広域的な連携及び村民・事業者・行政の連携のもと、一般廃棄物処理基本計画に 

基づき、ごみの適正な処理を進めます。 

 

 

 

 
 現状と課題   

 宜野座村のごみ処理は、もやせるごみ、もやせないごみ、資源ごみ、粗大ごみの4種分 

別収集を実施しており、可燃ごみと不燃ごみについては、宜野座村・金武町で構成する 

「金武地区消防衛生組合」が運営する金武地区清掃センターで中間処理している。また、 

公園等の剪定枝、倒木等の木材の回収も実施し、宜野座村堆肥化センター（オガコ製造 

施設）で畜舎の敷材としてリサイクルしている。 

 ごみの減量化の推進及び適正化を図るため、平成19年より資源ごみの回収、平成23年 

10月よりごみ袋有料化の実施、平成26年8月から粗大ごみの処理券を販売開始し、ご 

みの減量化に積極的に取り組んでいるものの、近年は、金武地区清掃センターにおける 

ごみの搬入量は増減を繰り返している。 

 さらに、ごみ袋の有料化、粗大ごみの処理券販売により、森林等への廃棄物の不法投棄 

が増加傾向にあることから、環境監視員によるパトロールや不法投棄された場所への監 

視カメラの設置、適正処理の指導等を実施している。 
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第３章 ごみ処理・処分の現状と課題 
 

第１節 ごみ処理・処分の現状 
 

１．処理主体 

ごみ処理に関する実施主体について、収集・運搬及び中間処理の一部は、宜野座村が行っており、

中間処理及び 終処分は、金武地区消防衛生組合が主体となって実施しています。 

 

表3.1-1 ごみの処理主体 

区分 収集・運搬 中間処理 終処分 

処理主体 宜野座村 
金武地区消防衛生組合 

宜野座村 
金武地区消防衛生組合 

 

２．ごみ処理フロー 

ごみ処理の流れ（ごみ処理フロー）は以下のとおりです。 

もやせるごみは、金武地区清掃センター（ごみ焼却処理施設）で焼却処理し、焼却残渣については、

業者へ委託し、埋立処分や再生資源化を行う計画です。 

もやせないごみのうち、カン類、その他の金属類は、金武地区清掃センター（不燃物資源化施設）

で破砕・選別・圧縮し、鉄・アルミは資源化を行い、不燃残渣は、焼却残渣と同様に民間処理業者へ

委託して埋立処分もしくは再資源化を行っています。また、ビン・ガラス類と資源ごみは、ストック

ヤ－ドに一時保管の後、カレット類、ペットボトル類、古紙類は、再生資源化業者によって資源化さ

れています。 

粗大ごみについては、金武地区清掃センターで中間処理を行い、焼却残渣、不燃残渣は新 終処分

場、資源化物については埋立、もしくは資源化業者に委託し再資源化を行います。 

 

 

図3.1-1 現状のごみ処理の流れ（ごみ処理フロー） 

引用：金武地区清掃センター ごみ処理の概要（令和3年度） 
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３．ごみの分別区分・排出方法・収集頻度 

ごみの分別区分・排出方法・収集頻度については、表3.1-2に示すとおりです。 

 

（１）分別区分 

ごみの分別区分は、「もやせるごみ」「もやせないごみ」「資源ごみ」「粗大ごみ」の4種類分別

となっています。 

 

（２）排出方法 

排出方法については、もやせるごみ、資源ごみのペットボトル類は、指定袋による排出としており、

古紙類は、紙紐で十字に縛るよう指導しています。もやせないごみは、カゴ等（指定なし）で排出し、

収集員がその場で収集車両に移し替える方式を採用しています。 

なお、粗大ごみについては、収集・運搬は行っていないため、住民が事前に処理券を購入し、各町

村の粗大ごみ置場（一時仮置場）に自己搬入しています。 

 

（３）収集頻度 

収集頻度は、もやせるごみが2回／週、もやせないごみが1回／週（ビン・ガラス類、缶鉄・陶器類

の収集週が異なる）、資源ごみが2回／月となっています。 

 

表3.1-2 宜野座村の分別区分・排出方法・収集頻度 

分別区分 ごみの種類 排出方法 収集頻度 

もやせる 

ごみ 

生ごみ、プラスチック類、食用油、紙くず、草木

類、その他（衣類、革類、ゴム類、靴類 等） 
指定ごみ袋 2 回／週 

もやせない

ごみ 

ビン・ガラス類 かご等に入れて出

す 

2～3 回/月 

カン・鉄・陶器類 2 回/月 

資源ごみ 

ペットボトル類（飲料用・調味料用） 透明なビニール袋 

2 回／月 古紙類（新聞紙、本類、ダンボール、牛乳パック） 紙紐で十字に縛る 

電池・照明類（乾電池、電球、蛍光灯） 
かご等に入れて出

す 

粗大ごみ 

大型家具等（タンス・椅子・棚・ベッド・机・畳・

流し台・ストーブ・ガスコンロ・石油コンロ 等）、

小型家具（ラジオ・炊飯器・トースター・ステレ

オ・扇風機 等）、自転車・三輪車 

申込み制（有料） 自己搬入 
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４．ごみ排出量の現状 

平成27年度～令和3年度におけるごみ排出量の実績は、以下に示すとおりです。 

 

① ごみ総排出量（生活系ごみ＋事業系ごみ）の実績 

令和3年度のごみ総排出量は2,306ｔとなり、増加傾向にあります。 

平成27年からのごみ総排出量の内訳をみると、生活系ごみは1,352ｔから1,779ｔと増加傾向にあり、

事業系ごみは621ｔから527ｔと増減を繰り返す傾向にあります。 

1人1日当たりごみ総排出量は増加傾向にあり、令和3年度は1,012ｇとなっています。 

 

② 生活系ごみ排出量の実績 

令和3年度の生活系ごみ排出量は1,779ｔで、約76％をもやせるごみが占めています。 

1人1日当たり生活系ごみ排出量は、増加傾向にあり、令和3年度は781ｇとなっています。 

また、1人1日当たり家庭ごみ排出量についても増加傾向にあり、令和3年度は724ｇとなっています。 

 

③ 事業系ごみ排出量の実績 

令和3年度の事業系ごみ排出量は527ｔ、約81％をもやせるごみが占めています。 

1人1日当たり事業系ごみ排出量は、平成27年度以降、増減を繰り返し、令和3年度では231gとなっ

ています。 

 

表3.1-3 ごみ排出量の実績（引用：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省）） 

 
  

単位 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

人 5,918 5,948 5,996 6,074 6,107 6,166 6,240

t/年 1,229 1,218 1,226 1,326 1,318 1,390 1,359

t/年 15 15 67 39 50 47 45

t/年 88 92 34 78 93 145 129

t/年 20 33 35 40 43 163 246

t/年 1,352 1,358 1,362 1,483 1,504 1,745 1,779

t/年 1,264 1,266 1,328 1,405 1,411 1,600 1,650

t/年 586 608 654 581 668 495 429

t/年 2 4 35 20 17 9 18

t/年 33 36 29 38 43 53 80

t/年 621 648 718 639 728 557 527

t/年 1,973 2,006 2,080 2,122 2,232 2,302 2,306

g/人・日 913 924 950 957 1,001 1,023 1,012

g/人・日 626 626 622 669 675 775 781

g/人・日 585 583 607 634 633 711 724

g/人・日 287 298 328 288 327 247 231

※平成27年から令和元年まで粗大ごみは実績値を把握していないため、

 沖縄県平均（粗⼤ごみ1⼈/1⽇排出量）×⼈⼝を⽤いて推計した
※２家庭ごみは、資源ごみを除く、もやせるごみ、もやせないごみ、粗大ごみの合計

総人口

区分

ごみ総排出量

もやせるごみ

もやせないごみ

資源ごみ

粗大ごみ※

計

1人1日当たり生活系ごみ排出量

1人1日当たり事業系ごみ排出量

　1人1日あたり家庭ごみ排出量

家庭ごみ※２

もやせるごみ

もやせないごみ

資源ごみ

計

1人1日当たりごみ排出量

生
活
系
ご
み

事
業
系
ご
み
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図3.1-2 ごみ総排出量の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1-3 生活系ごみ排出量の実績 

 

 

図3.1-4 事業系ごみ排出量の実績 

 

  

（t） （g） 

（t） （g） 

（t） （g） 
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５．ごみ質・ごみ組成の現状 

平成29年度以降、もやせるごみのごみ質分析結果は、表3.1-4、図3.1-5に示すとおりです。 

過去5年間の平均でみると、ごみ種類組成（乾ベース）は、紙類が全体の約半分の50％を占め も

多く、次いでビニール・合成樹脂類が30.8％、厨芥類が8.8％、木・竹・ワラ類が6.2％等となってい

ます。 

また、ごみの三成分は、可燃分が52.1％で半分以上を占めており、低位発熱量では、10,152kJ/kg

となっています。 

 

表3.1-4 もやせるごみのごみ質分析結果 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1-5 ごみの種類組成及び三成分（平均：容積比、乾ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位 H29年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

紙・布類 % 51.8 56.5 55.9 39.8 46.2 50.0

ビニール・合成樹脂類 % 28.4 27.3 30.1 36.0 32.4 30.8

木・竹・ワラ類 % 5.9 5.2 3.6 10.6 5.4 6.2

厨芥類 % 10.5 9.3 6.2 6.3 11.9 8.8

不燃物 % 1.7 0.9 1.3 4.3 2.6 2.2

その他 % 1.8 0.8 2.9 3.0 1.6 2.0

kg/m3 99 105.5 100.7 108.8 104.7 103.7

水分 % 35.7 46.8 35.9 41.0 44.2 40.7

可燃分 % 56.3 47.7 56.5 51.4 48.7 52.1

灰分 % 8.0 5.5 7.6 7.6 7.1 7.2

KJ/kg 11,220 9,193 10,800 10,398 9,147 10,152

区 分

種
類
組
成

単位容積重量

三
成
分

低位発熱量(実測値)
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６．ごみ処理・処分量の実績 

宜野座村における平成27年度～令和3年度のごみ処理・処分量の実績は、表3.1-5～7、図3.1-6～8、

及び以下に示すとおりです。 

 

（１）焼却処理量の実績 

もやせるごみの年間焼却量は、約1,800ｔ～約2,000ｔで推移しています。 

焼却残渣（灰分や未燃分等の燃え残り）率は、これまで増減はあるものの10％前後で推移していま

したが、焼却施設の新設に伴う焼却灰の再資源化が行われており、令和3年度には6.9％となっていま

す。 

 

表3.1-5 焼却処理量の実績 

 
引用：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1-6 焼却処理量の実績 

 

 

 

  

区分 単位 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
直接焼却量 t/年 1,815 1,826 1,880 1,907 1,986 1,886 1,788
焼却残渣 t/年 182 177 207 190 192 72 124
焼却残渣率 ％ 10.0 9.7 11.0 10.0 9.7 3.8 6.9
注）焼却残渣率＝焼却残渣÷直接焼却量×100

（t） （%） 
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（２）資源ごみ回収及び不燃物処理量の実績 

不燃物（もやせないごみ）の処理量は、増減を繰り返しています。令和3年度は63ｔとなっていま

す。ペットボトル、古紙類等の資源ごみ回収量は、平成30年度から増加で推移し、令和３年度は209

ｔとなっています。 

一方、再資源化量の内訳として、紙類（紙類、紙パック、紙製容器包装の合計）、ペットボトルの

再資源化量が増加しており、ガラス類は増減を繰り返しています。令和2年度より、新施設（中間処

理施設）の稼働により、焼却灰の再資源化が始まり、リサイクル率の増加が進んでいます。 

 

表3.1-6 資源ごみ回収量及び不燃物処理量の実績（引用：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省）） 

 
注）リサイクル率（％）＝再資源化量/ごみ総排出量×100 

 

  

単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3
t/年 1,953 1,973 2,045 2,082 2,189 2,302 2,303
t/年 17 19 102 59 67 56 63
t/年 121 128 63 116 136 198 209

紙類（紙類、紙パック、紙製容器包装） t/年 61 18 42 41 48 91 113
⾦属類 t/年 45 33 32 33 35 28 49
ガラス類 t/年 13 36 70 62 66 75 58
ペットボトル t/年 0 12 18 20 20 22 23
⽩⾊トレイ t/年 0 0 0 0 0 0 0
容器包装プラスチック t/年 0 0 0 0 0 0 0
プラスチック類 t/年 0 0 0 0 0 0 0
布類 t/年 0 0 0 0 0 0 0
肥料 t/年 0 0 0 0 0 0 0
飼料 t/年 0 0 0 0 0 0 0
溶融スラグ t/年 0 0 0 0 0 0 0
固形燃料 t/年 0 0 0 0 0 0 0
燃料 t/年 0 0 0 0 0 0 0
焼却灰・⾶灰のセメント化 t/年 0 0 0 0 0 143 108
セメント等への直接投⼊ t/年 0 0 0 0 0 0 0
⾶灰の⼭元還元 t/年 0 0 0 0 0 0 0
廃⾷⽤油 t/年 0 0 0 0 0 0 0
その他 t/年 1 1 0 0 0 0 3

t/年 120 100 162 156 169 359 354
％ 6.1 5.1 7.9 7.5 7.7 15.6 15.4

資源化量
リサイクル率

区分
ごみ総排出量
不燃ごみ回収量
資源ごみ回収量

資
源
化
量
内
訳



 

- 22 - 

 

表3.1-6(2) 資源ごみ回収量及び不燃物処理量の実績（焼却灰資源化なしの場合の推定値） 

（引用：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省）） 

 
注）リサイクル率（％）＝再資源化量/ごみ総排出量×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3
t/年 1,953 1,973 2,045 2,082 2,189 2,302 2,303
t/年 17 19 102 59 67 56 63
t/年 121 128 63 116 136 198 209

紙類（紙類、紙パック、紙製容器包装） t/年 61 18 42 41 48 91 113
⾦属類 t/年 45 33 32 33 35 28 49
ガラス類 t/年 13 36 70 62 66 75 58
ペットボトル t/年 0 12 18 20 20 22 23
⽩⾊トレイ t/年 0 0 0 0 0 0 0
容器包装プラスチック t/年 0 0 0 0 0 0 0
プラスチック類 t/年 0 0 0 0 0 0 0
布類 t/年 0 0 0 0 0 0 0
肥料 t/年 0 0 0 0 0 0 0
飼料 t/年 0 0 0 0 0 0 0
溶融スラグ t/年 0 0 0 0 0 0 0
固形燃料 t/年 0 0 0 0 0 0 0
燃料 t/年 0 0 0 0 0 0 0
焼却灰・⾶灰のセメント化 t/年 0 0 0 0 0 0 0
セメント等への直接投⼊ t/年 0 0 0 0 0 0 0
⾶灰の⼭元還元 t/年 0 0 0 0 0 0 0
廃⾷⽤油 t/年 0 0 0 0 0 0 0
その他 t/年 1 1 0 0 0 0 3

t/年 120 100 162 156 169 216 246
％ 6.1 5.1 7.9 7.5 7.7 9.4 10.7

資源化量
リサイクル率

区分
ごみ総排出量
不燃ごみ回収量
資源ごみ回収量

資
源
化
量
内
訳
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（３） 終処分量の実績 

終処分量（焼却残渣＋不燃残渣）は、令和2年度より減少傾向にあり、令和3年度は124ｔとなっ

ています。 

これを 終処分率でみると、令和3年度は5.6％で、平成27年度（10.1％）に対しては4.5ポイント

の減少となっています。 

 

表3.1-7 終処分量の実績 

 
引用：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省） 

 

 

図3.1-7 終処分量の実績 

 

 

 

 

 

  

単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

t/年 1,973 2,006 2,080 2,122 2,232 2,302 2,306

焼却残渣 t/年 182 177 207 190 192 72 124

不燃残渣 t/年 17 19 0 29 0 5 4

計 t/年 199 196 207 219 192 77 128

％ 10.1 9.8 10.0 10.3 8.6 3.3 5.6

注）最終処分率＝最終処分量÷ごみ総排出量×100

最
終
処
分
量

区分

ごみ総排出量

最終処分率

（t） （%） 
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表3.1-8 終処分量の実績（焼却灰資源化なしの場合の推定値） 

 
引用：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省） 

 

 

図3.1-8 終処分量の実績（焼却灰資源化なしの場合の推定値） 

 

  

単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

t/年 1,973 2,006 2,080 2,122 2,232 2,302 2,306

焼却残渣 t/年 182 177 207 190 192 215 232

不燃残渣 t/年 17 19 0 29 0 5 4

計 t/年 199 196 207 219 192 220 236

％ 10.1 9.8 10.0 10.3 8.6 9.6 10.2

注）最終処分率＝最終処分量÷ごみ総排出量×100

区分

ごみ総排出量

最
終
処
分
量

最終処分率

（t） （%） 



 

- 25 - 

 

第２節 収集・運搬体制の現状 
 

１．収集区域 

宜野座村の行政区域の全域を収集対象としています。宜野座村には自家処理人口は無く、収集率は

100％となっています。 

 

２．収集方式 

もやせるごみ、もやせないごみ、資源ごみは、戸別収集方式を採用しています。粗大ごみについて

は、申込み制（有料）により粗大ごみ置き場へ自己搬入されています。 

 

３．収集・運搬体制 

ごみ収集・運搬の委託・許可件数は、表3.2-1に示すとおりです。また、それぞれの収集･運搬機材

の整備状況については、表3.2-2に示すとおりです。 

 

 

表3.2-1 収集・運搬に係る委託・許可件数 

区分 委託 許可 

宜野座村 

収集運搬 1 6 

中間処理 0 0 

終処分 0 0 

合計 1 6 

（令和4年3月末現在） 

       引用：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省） 

 

表3.2-2 収集・運搬機材の整備状況 

区分 

直営分 委託業者分 許可業者分 

台数 

(台) 

積載量 

(ｔ) 

台数 

(台) 

積載量 

(ｔ) 

台数 

(台) 

積載量 

(ｔ) 

宜野座村 

収集車 0 0 1 4 5 30 

運搬車（収集運搬部門） 0 0 0 0 0 0 

運搬車（中間処理部門） 0 0 0 0 0 0 

合計 0 0 1 4 5 30 

（令和4年3月末現在） 

引用：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省） 
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第３節 中間処理及び 終処分体制の現状 
 

１．中間処理施設の概要 

ごみの中間処理は、金武地区消防衛生組合が管理・運営する金武地区清掃センターで実施していま

す。 

金武地区清掃センターには、ごみ焼却処理施設とリサイクル施設が設置されており、もやせるごみ

の焼却処理と、燃やせないごみ・粗大ごみ・資源ごみの破砕・選別・圧縮処理を行っています。それ

ぞれの施設概要については、以下に示すとおりです。 

 

（１）焼却処理施設 

金武地区清掃センターは、令和2年8月竣工の機械式バッチ燃焼方式で、処理能力は32ｔ/日（16t/8h

×2基）を有しています。 

焼却処理施設では、ばいじん及びダイオキシン類を捕集する高性能のろ過式集じんを行います。捕

集されたばいじんからの重金属の溶出を防止し、安定化処理を行う飛灰処理施設。処理に伴い排出さ

れる汚水を処理する排水処理設備。ごみピットから発生する悪臭を燃焼用空気として送り込み悪臭源

を高温で分解する設備などを備えています。 

 

 

・所 在 地 ：  沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1988番地332 

・敷地面積  ：  11,203ｍ2 

・計画処理能力：  32ｔ/日（16t/8h×2基） 

・処理方式  ：  機械化バッチ燃焼方式 

・炉 形 式 ：  ストーカ式焼却炉 

・余熱利用設備：  給湯用温水設備 

・灰処理設備 ：  なし 

・着工～竣工 ：  平成29年3月～令和2年8月 

・稼動開始年月：  令和2年9月 

 

 

 

（２）リサイクル施設 

リサイクル施設は、焼却処理施設に併設の破砕・選別・圧縮設備で、処理能力は6.3ｔ/5ｈとなり、

もえないごみ・粗大ごみについては、前処理破砕、破砕、選別を行います。缶類については、危険物

除去を行った後にアルミ缶・スチール缶に選別、それぞれ圧縮・形成を行います。ペットボトルにつ

いては、危険物除去を行った後に圧縮梱包を行います。 

 

 

・破砕・選別・圧縮設備の処理能力 ：6.3ｔ/5ｈ 
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図3.3-1 金武地区清掃センターの外観 

 

 

 

図3.3-2 金武地区清掃センターの施設配置図 

 

 

２． 終処分場の概要 

終処分については、民間処分業者および近隣自治体へ委託し、埋め立て処分を行っています。 
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第４節 ごみ処理経費 
 

平成27年度～令和3年度のごみ処理経費（建設改良費は含まない）の実績は、以下に示すとおりで

す。 

ごみ処理経費は令和2年度の新中間処理施設（焼却施設、リサイクル施設）の稼働に伴い増加傾向

にあり、令和3年度では、総額1億589万円となっており、その内訳をみると、収集運搬費、組合負担

金でほぼ100％を占める結果となっています。 

また、これを宜野座村の総人口・世帯数でみると、令和3年度は1人当たり16,970円、1世帯当たり

では39,829円となっています。 

 

表3.4-1 ごみ処理経費の実績 

 
引用：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.4-1 ごみ処理経費の実績 

単位 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

人 5,918 5,948 5,996 6,074 6,107 6,166 6,240

世帯 2,301 2,339 2,381 2,482 2,541 2,587 2,658

千円 0 0 0 0 0 0 0

一般職 千円 0 0 0 0 0 0 0

収集運搬 千円 0 0 0 0 0 0 0

中間処理 千円 0 0 0 0 0 0 0

終処分 千円 0 0 0 0 0 0 0

千円 0 0 0 0 0 0 0

収集運搬費 千円 0 0 0 0 0 0 0

中間処理費 千円 0 0 0 0 0 0 0

終処分費 千円 0 0 0 0 0 0 0

千円 0 0 0 0 0 0 0

千円 9,200 16,902 65,962 10,240 59,355 9,174 9,174

収集運搬費 千円 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,174 9,174

中間処理費 千円 0 0 0 0 0 0 0

終処分費 千円 0 0 0 0 0 0 0

その他 千円 0 7,702 56,762 1,040 50,155 0 0

千円 41,597 52,017 42,419 52,101 54,080 79,520 96,718

千円 0 0 0 0 0 0 0

千円 50,797 68,919 108,381 62,341 113,435 88,694 105,892

円/人 8,583 11,587 18,076 10,264 18,575 14,384 16,970

円/世帯 22,076 29,465 45,519 25,117 44,642 34,284 39,839

１人当たり処理経費

１世帯当たり処理経費

処理費

車両等購入費

委託費

組合負担金

調査研究費

区分

合計

総人口

世帯数

処
理
・
維
持
管
理
費

人件費

（千円） 
（円） 
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第５節 ごみ処理システムによる評価 
 

１．市町村一般廃棄物処理システム比較分析について 

環境省が公表している「市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール」を活用して、宜野座村に

おける廃棄物処理システムの分析・評価を行いました。この手法は、自治体の廃棄物処理システムを

客観的に評価（類似市町村間での比較）するもので、下表のような標準的な評価項目が示されていま

す。 

 

表3.5-1 標準的な評価項目の算出方法 

標準的な指標 算出式 

廃棄物の発生 人口一人一日当たりごみ総排出量 ＝ ごみ総排出量÷365(or 366)÷計画収集人口×103 

廃棄物の再生利用 
廃棄物からの資源回収率 

(RDF・セメント原料化等除く) 
＝ 資源化量÷ごみ総排出量 

終処分 廃棄物のうち 終処分される割合 ＝ 終処分量÷ごみ総排出量 

費用対効果 

人口一人当たり年間処理経費 ＝ 処理及び維持管理費÷計画収集人口 

終処分減量に要する費用 ＝
（処理及び維持管理費－ 終処分費－調査研究費）

÷（ごみ総排出量－ 終処分量） 

出典：市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール（平成28年度実績版） 

 

なお、類似市町村の抽出に当たっては、都市形態、人口規模、産業構造など、総務省の「類似団体

別市町村財政指数表」に示される類型を用いています。 

 

類似市町村の抽出方法 

 

 ステップ１ 都市形態 ①政令指定都市（人口、産業構造による分類無し） 

            ②特別区   （人口、産業構造による分類無し） 

            ③中核市   （人口、産業構造による分類無し） 

            ④特例市   （人口、産業構造による分類無し） 

            ⑤都市 

⑥町村 

 

 ステップ２ 人口規模 ⑤都市（50,000未満、50,000～100,000、100,000～150,000、150,000以上） 

            ⑥町村（5,000未満、5,000～10,000、10,000～15,000、15,000～20,000、 

                20,000以上） 

 

 ステップ３ 産業構造 ⑤都市（第２次産業人口、第３次産業人口の比率で分類） 

            ⑥町村（第２次産業人口、第３次産業人口の比率で分類） 

          

 類似市町村の抽出 

 

出典：総務省「類似団体別市町村財政指数表」の類型を用いて類型化。 

  

 

２．市町村一般廃棄物処理システム比較分析結果 

一般廃棄物処理システムについて、全国の類似市町村と比較した結果を以下に示します。 

レーダーチャートの数値は、類似市町村と比較した各評価項目を偏差値で示したもので、いずれも

数値が高いほど、類似市町村内において評価が良好であるといえます。 

なお、比較評価に用いた全国の市町村データは、環境省「一般廃棄物処理実態調査（平成28年度実

績）」結果に基づくものです。 

宜野座村のごみ処理システムに関する分析結果については、次頁のとおりです。 
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市町村名 沖縄県宜野座村 
人口 6,235 人 

産業 Ⅱ次・Ⅲ次人口比率 84.2% Ⅲ次人口比率 69.4% 

 

類型都市の概要 

都市形態 町村 

人口区分 Ⅱ 5,000人以上～10,000人未満 

産業構造 2 Ⅱ次･Ⅲ次人口比80％以上、Ⅲ次人口比55％以上 

 

標準的な指標 

人口一人一日当た

りごみ総排出量 

廃棄物からの資源

回収率(RDF・セメ

ント原料化等除

く) 

廃棄物のうち 終

処分される割合 

人口一人当たり

年間処理経費 

終処分減量

に要する費用 

(kg/人･日) (t/t) (t/t) (円/人･年) (円/t) 

平均 0.886 0.168 0.105 17,757 60,137 

大 1.907 0.608 0.796 51,966 497,614 

小 0.04 0 0 5,260 14,038 

標準偏差 0.227 0.096 0.081 8,100 39,374 

宜野座村 1.012 0.118 0.056 17,281 38,810 

偏差値 44.4 44.8 56.0 50.6 55.4 

 

 
 

  

備考：エネルギー回収量及び温室効果ガスについては、データの把握状況が市町村によって異なるため、参考値として取扱って下さい。また、民間施設への委託分も指標には反映されていないことにご注
意ください。

497,614 

14,038 
60,137 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

最終処分減量に要する費用
(円/t)

沖縄県宜野座村：38,810(円/ｔ)

1.907

0.04

0.886

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

人口一人一日当たりごみ総排出量

(kg/人･日)

沖縄県宜野座村：1.012（kg/人･日）

0.608

0

0.168

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70

廃棄物からの資源回収率(RDF・セ

メント原料化等除く)(t/t)

沖縄県宜野座村：0.118(ｔ/ｔ)

0.796

0
0.105

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90

廃棄物のうち 終処分される割合

(t/t)

沖縄県宜野座村：0.056（t/t）

51,966 

5,260 

17,757 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

人口一人当たり年間処理経費
(円/人･年)

沖縄県宜野座村：17,281(円/人･年)

0

20

40

60

80

100

人口一人一日当たりごみ総

排出量

廃棄物からの資源回収率

(RDF・セメント原料化等除く)

廃棄物のうち最終処分され

る割合

人口一人当たり年間処理経

費

最終処分減量に要する費用

実績 平均

類似市町村数 233沖縄県宜野座村

資料：令和4年度一般廃棄物処理事業実態調査結果（令和3年度実績）
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第６節 ごみ処理・処分の課題 
  

１．関連計画（金武地区清掃組合一般廃棄物（ごみ）処理基本計画）の目標達成状況 

宜野座村の現状把握については、関連する計画である金武地区清掃組合一般廃棄物（ごみ）処理基

本計画の目標値（中間目標値-令和5年度）を用いることとする。 

1人1日当たりごみ総排出量、1人1日当たり家庭ごみ排出量については、平成27年度より増加傾向に

あり目標値を達成できていないが、リサイクル率、 終処分率については目標値を達成している。 

 

（１）1人1日当たりごみ総排出量（排出量） 

令和3年度の1人1日当たりごみ総排出量は1,012g/人日となっており、金武地区清掃組合一般廃棄物

（ごみ）処理基本計画の目標値845g/人日を超過する結果となり、目標値を達成することは困難な状

況である。 

 

（２）1人1日当たり家庭ごみ排出量（排出量） 

令和3年度の1人1日当たり家庭ごみ排出量は781g/人日となっており、金武地区清掃組合一般廃棄物

（ごみ）処理基本計画の目標値465g/人日を超過する結果となり、目標値を達成することは困難な状

況である。 

 

（３）リサイクル率（再生利用量） 

令和3年度のリサイクル率は15.4％となり、金武地区清掃組合一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の

目標値11％以上を満たす値となっている。 

 

（４） 終処分率（ 終処分量） 

令和3年度の 終処分率は5.6％となり、金武地区清掃組合一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の目標

値12％以下を満たす値となっている。 

 

表3.6-1 関連計画の数値目標の達成状況 

 
 

表3.6-2 関連計画の数値目標の達成状況（焼却灰資源化なしの場合の推定値） 

 
 

 

 

 

 

  

項⽬
基準値

（令和3年度実績）
⾦武町消防衛⽣組合⽬標

（令和5年度）
⽬標

達成状況
1⼈1⽇当たり排出量 1012ｇ/⼈・⽇ 845ｇ/⼈・⽇ ×
1⼈1⽇当たり家庭ごみ排出量 781ｇ/⼈・⽇ 465ｇ/⼈・⽇ ×
再⽣利⽤率 15.4% 11％以上 〇
最終処分率 5.6% 12％以下 〇

項⽬
基準値

（令和3年度実績）
⾦武町消防衛⽣組合⽬標

（令和5年度）
⽬標

達成状況
1⼈1⽇当たり排出量 1012ｇ/⼈・⽇ 845ｇ/⼈・⽇ ×
1⼈1⽇当たり家庭ごみ排出量 781ｇ/⼈・⽇ 465ｇ/⼈・⽇ ×
再⽣利⽤率 10.7% 11％以上 ×
最終処分率 10.2% 12％以下 〇
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２．ごみ処理・処分の課題 

（１）排出抑制に係る課題 

令和3年度の1人1日当たりごみ総排出量は1,012g/人日となっており、県平均（881g/人日）や全国

平均（890g/人日）と比べて多くなっています。 

これをその内訳でみると、家庭から排出される生活系ごみ、事業所から排出される事業系ごみの両

方について県平均や全国平均より多いことがわかります。 

ごみ排出量については、前述したように現行計画の中間目標に達しておらず、全国平均や県平均の

現状との比較においても多くなっていることより、ごみ減量の余地がまだ十分にあるものと考えられ

ます。とりわけ、事業系ごみについては、今後、各町村による観光開発等の進展に伴い、ごみ量の増

加が見込まれており、より一層の発生・排出抑制に努める必要があります。 

表3.6-3 1人1日当たりごみ総排出量の比較 

 
 

（２）リサイクルに係る課題 

令和3年度のリサイクル率は15.6％となっており、県平均（15.8％）と同程度で全国平均（19.9％）

より低い水準にあります。 

リサイクル率については、前述したように現行計画の中間目標に対してすでに達成していますが、

今後、再資源化を行っていた焼却灰については、新設の 終処分場へ持ち込まれることとなり、リサ

イクル率が一時的に下がることが想定されます。よって、資源ごみの分別徹底や回収品目の追加、拠

点回収施設の整備、店頭回収・民間リサイクルルートの活用など、リサイクルの促進（住民や事業者

のリサイクル機会の増大・利便性の向上）に繋がる施策・取り組みを強化する必要があります。 

表3.6-4 リサイクル率の比較 

 
    ※県平均、全国平均のリサイクル率は（固形燃料、焼却灰・飛灰のｾﾒﾝﾄ原料化、 

セメント等への直接投入、飛灰の山元還元)を除く結果 

 

（３） 終処分に係る課題 

令和3年度の 終処分率は5.6％となっており、県平均（5.8％）とほぼ同程度で、全国平均（8.4％）

より低い水準にあります。 

終処分率については、前述したように現行計画の中間目標を既に達成していますが、今後、再資

源化を行っていた焼却灰については、新設の 終処分場へ持ち込まれることとなり、 終処分率が増

加することが想定されます。よって、ごみの発生・排出抑制やリサイル対策を推進することで、焼却

処理量の削減（焼却残さ量の削減）や不燃処理残さ量の削減に繋げる必要があります。 

なお、焼却処理量の削減は、埋立処分量の減量効果だけでなく、焼却に伴う温室効果ガスの削減に

も寄与するものと期待されます。 

表3.6-5 終処分率の比較 

 
 

区分 単位 宜野座村 県平均 全国平均
１⼈１⽇あたりごみ排出量 g/⼈・⽇ 1,012 881 890

 ⽣活系ごみ原単位 g/⼈・⽇
781

(77.0%)
604

(68.6%)
636

(71.5%)

 事業系ごみ原単位 g/⼈・⽇ 231
(22.9%)

276
(31.3%)

254
(28.5%)

区分 単位 宜野座村 県平均 全国平均
再⽣利⽤量：リサイクル率 ％ 15.4 15.8 19.9
（焼却灰を含まない場合） ％ 10.7 14.6※ 18.0※

区分 単位 宜野座村 県平均 全国平均
最終処分量：最終処分率 ％ 5.6 5.8 8.4
（焼却灰埋⽴の場合） ％ 10.2 6.8 9.5
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（４）収集・運搬体制に係る課題 

① 分別収集品目追加に関する検討 

ごみの収集品目については、平成19年度以降、「もやせるごみ」「もやせないごみ」「粗大ごみ」

の3種分別から「資源ごみ（有害・危険ごみを含む）」を加えた4種分別収集へ移行していますが、資

源ごみの収集量は、未だ低い水準にとどまっています。このため、排出者である住民や事業者に対し

ては、引き続き分別区分の周知及び分別排出の徹底や、収集運搬業者への指導の徹底等を実施する必

要があります。 

また、住民のリサイクル機会の増大に繋がる取り組みとして、回収品目の追加について、収集・運

搬や処理コスト等とのバランスも考慮しながら検討を行う必要があります。 

 

② 高齢者等ごみ出し弱者への支援 

今後、少子高齢化や核家族化・単独世帯化の進行に伴って、高齢者世帯や一人暮らし世帯が増加す

ることが予想されることから、ごみの分別区分への対応、粗大ごみの玄関先までの持ち出しや粗大ご

み置き場への自己搬入等が難しい住民（高齢者や障がい者等）への支援のあり方など、地域の関係者

等とも連携を図りつつ、適切に対応できる収集・運搬体制の構築について検討する必要があります。 

 

（５）中間処理及び 終処分体制に関する課題 

① 中間処理施設 

令和2年9月から稼働した金武地区清掃センターの整備に当たっては、金武町、宜野座村からのごみ

（受入可能なごみの種類、搬入量・頻度）について再検討するとともに、新たに処理対象となる米軍

基地からのごみ（搬入量・頻度、混合廃棄物の性状・受入方法等）についても併せて検討しておく必

要があります。 

 

② 終処分場 

ごみの 終処分については、現在、民間処分業者や近隣自治体等に委託して、中間処理後の焼却残

さや不燃物残さ等の埋立処分を行っています。しかし、これら民間及び近隣自治体の所有する 終処

分場は、近年その容量が逼迫してきており、今後も安定的に 終処分を委託することが困難な状況に

あることから、新 終処分場の整備（適正処理体制の確保）に向けて、早急に検討を行う必要があり

ます。 

 

（６）不法投棄等に係る課題 

宜野座村においては、人目に付きにくい山手側、防風林の間などに不法投棄が散見されます。不法

投棄物を確認した場合、警察への通報を行うが所有者が確認出来ないことが多く、処理主体がはっき

りしないことも課題となっている。 

不法投棄を未然に防止するためには、現在実施している巡回パトロールの強化、カメラの確認、立

て看板の設置等の対策を今後も継続していく必要があります。 

 

（７）大規模災害時の廃棄物処理に係る課題 

台風や地震等の大規模災害時には、過去の事例からすると、日常発生する廃棄物とは別に多量の災

害廃棄物が発生しています。特に海岸部において地震による津波被害等が想定されており、津波堆積

物を含む多くの災害廃棄物の発生が予想されています。 

このような災害廃棄物の迅速かつ適正な処理を図るためには、地域防災計画、環境省「災害廃棄物

対策指針」や「沖縄県災害廃棄物処理計画」等に基づいて、できるだけ早い時期に災害廃棄物処理計

画を策定し、収集・運搬体制や処理体制の確立、各種関係機関との連絡体制等の確立、災害廃棄物を

一時的に保管するための仮置場の確保等について検討を行う必要があります。 
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第４章 ごみ処理基本計画 
 

第１節 基本理念及び基本方針 
 

１．計画の基本理念 

本計画の基本理念は、「住民、事業者、行政の適切な役割分担と協働による循環型社会の構築」と

し、3R（リデュース：発生・排出を抑制する、リユース：再使用する、リサイクル：再生利用する）

の取り組みを基本として、これまで以上にごみの減量化・リサイクルに努め、適正処理を推進してい

くこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の基本方針 

天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が低減される循環型社会の構築に当たっては、住民、事

業者、行政の3者が相互に協力・連携しながら取り組んでいくことが重要です。 

基本理念の実現に向けた本計画の基本方針は、以下のとおりです。 

 

 

   

 

◆これまでも、分別区分の見直し・資源ごみの分別収集（平成19年度）、ごみ有料化制度の 

導入（平成23年10月）など、ごみの減量化・資源化を進めてきましたが、更なるごみの減 

量化や分別の徹底に努め、可能な限り資源化を図るため、3Rの取り組みを推進します。 

 

 

   

 

◆人口増加や観光開発事業に伴って、将来的にごみ排出量の増加が見込まれることから、家庭 

や事業者によるごみの減量と資源ごみの分別徹底を推進すること、多量排出事業者によるご 

み減量計画策定の義務付けや資源物の搬入規制の強化など、積極的な指導に取り組みます。 

 

 

   

 

◆今後も、ごみ処理施設を適切に管理・運営するとともに、施設整備を計画的に進め、ごみ処 

理・処分過程における環境負荷の低減とコスト削減を目指します。また、大規模な災害が発 

生した場合にも十分に対応できるよう近隣自治体等との連携を深め、災害に強く安全で安定 

したごみ処理・処分体制の構築を図ります。 

 

 

 

 

 

 

  

住民、事業者、行政の適切な役割分担と協働による  

循環型社会の構築 

基本方針１： 住民、事業者、行政がともに取り組む3Rの推進 

基本方針2： ごみの排出抑制とリサイクルの推進 

基本方針３： 安定的なごみ処理・処分体制の確保 
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第２節 人口及びごみ排出量等の将来予測 
 

１．総人口の将来予測 

総人口の将来予測については、国の「まち・ひと・しごと創生総合計画（平成26年12月）」に基づ

いて、宜野座村が策定した「宜野座村人口ビジョン（令和４年３月）」将来展望の目標値【令和７（2025）

年度、令和12（2030）年度、令和17（2035）年度】を用いることとしました。なお、目標値間の推計

には、各目標値をもとに内挿補間を行っています。 

本計画の目標年度である2028年度の宜野座村の人口は6,024人となっており、将来的にはやや増加

（2021年度に対して3.3％増）することが見込まれます。 

 

表4.2-1 総人口の将来予測結果（参考：「宜野座村人口ビジョン」（令和4年３月）） 

 
 

 

図4.2-1 総人口の将来予測結果（参考：「宜野座村人口ビジョン」（令和4年３月）） 

 

⼈⼝推計・現状 令和2（2020）年度 令和3（2021）年度 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度 令和6（2024）年度 令和7（2025）年度
5,801 5,831 5,861 5,890 5,920 5,950

令和8（2026）年度 令和9（2027）年度 令和10（2028）年度 令和11（2029）年度 令和12（2030）年度 令和13（2031）年度
5,975 6,000 6,024 6,049 6,074 6,096

令和14（2032）年度 令和15（2033）年度 令和16（2034）年度 令和17（2035）年度
6,117 6,139 6,160 6,182

宜野座村⼈⼝

（人） 
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２．ごみ排出量の将来予測 

（１）ごみ排出量の予測方法 

ごみ排出量の将来予測については、図4.2-2に示すように、まず現状のままで推移した場合の将来

ごみ量を推計し、次に新たな減量化目標を設定し、その目標を達成した場合の将来のごみ排出量及び

処理量等を推計します。 

排出原単位の予測方法については、トレンド法（時系列解析法：過去の実績データをもとに時系列

的なトレンドを抽出し、この傾向に もよく適合する傾向曲線を当てはめて推計する方法）により推

計を行います。 

なお、トレンド法で用いる傾向曲線（推計式）には、幾つかの種類がありますが、ここでは「ごみ

処理施設構造指針解説」（公益社団法人全国都市清掃会議）に示されている式のうち、直線式、対数

式、べき乗式、指数式の4種類を用いるとともに、実績の推移や各町村の将来の事業開発計画なども

考慮するなどして、適切な推計式を採用します。 

 

推計方法 トレンド式 特 徴 

直線式 Y＝aX＋b 一定の値で増減する場合に用いる式 

対数式 Ｙ＝a LnX＋b 
徐々に増減していくような曲線的推移を示す場合に 

用いられる式 
べき乗式 Y＝bXa 

指数式 Y＝b expax 

 

図4.2-2 ごみ排出量等の将来予測フロー 
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（２）ごみ排出量の予測結果 

ごみ排出量の将来予測については、現在の収集・運搬体制、ごみ処理状況のままで推移するものと

して推計を行っています。 

本計画の中間目標年度である令和10年度のごみ総排出量は2,889ｔ（生活系ごみ：2,379ｔ、事業系

ごみ：510ｔ）、目標年度の令和15年度には3,501ｔ（生活系ごみ：2,983ｔ、事業系ごみ：518ｔ）と

なることが見込まれます。 

また、1人1日当たりごみ総排出量では、令和10年度が1,311 g/人日、令和15年度が1,563g/人日と

なっています。 

  

表4.2-2 ごみ排出量の将来予測結果 

 
※実績値の人口については、台帳人口、予測値の人口は「宜野座村人口ビジョン」かたの推計値として

いる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2-3 ごみ排出量の将来予測結果 

2016（Ｈ28） 2021（R3） 2028（Ｒ10） 2033（Ｒ15）
⼈ ※5,948 ※6,240 6,022 6,137

もやせるごみ t/年 1,218 1,359 1,817 2,279

もやせないごみ t/年 15 45 60 75

資源ごみ t/年 92 129 173 216

粗⼤ごみ t/年 33 246 329 412

計 t/年 1,358 1,779 2,379 2,983

もやせるごみ t/年 608 429 415 422

もやせないごみ t/年 4 18 17 18

資源ごみ t/年 36 80 77 79

計 t/年 648 527 510 518
ごみ総排出量 t/年 2,006 2,306 2,889 3,501
1⼈1⽇当たりごみ総排出量 g/⼈・⽇ 924 1,012 1,311 1,563

事
業
系
ご
み

区分 単位
実績値 予測値

⼈⼝

⽣
活
系
ご
み

（t） （%） 
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①  宜野座村のごみ排出原単位の将来予測結果 

ア．生活系ごみ排出原単位の予測 

生活系ごみ排出原単位は、平成27年度以降、全体的に増加する傾向にあります。推計式には、相関

係数（r=0.9230：有意水準1%）が も高いべき乗式を採用します。なお、種類別（もやせるごみ、も

やせないごみ、資源ごみ、粗大ごみ）については、現状（令和３年度）における構成割合を使用する

こととします。 

 

 

 
 

 
 

 
 

図4.2-4 生活系ごみ排出原単位の将来予測結果（宜野座村） 

  

傾向線 相関係数
（回帰式） a b ｒ

× 直線式 29.2 -194.04 0.9128
× 指数式 864.54 -2256.6 0.9035
× 対数式 1.2429 9.9363 0.9149
〇 べき乗式 0.042 192.88 0.9230

採⽤
回帰係数

予測年度 直線式 指数式 対数式 べき乗式
2023(R5) 857 841 854 875
2024(R6) 886 865 884 912
2025(R7) 916 888 914 952
2026(R8) 945 911 944 992
2027(R9) 974 933 974 1035
2028(R10) 1003 954 1004 1079
2029(R11) 1032 975 1035 1126
2030(R12) 1062 995 1065 1174
2031(R13) 1091 1015 1096 1224
2032(R14) 1120 1034 1127 1277
2033(R15) 1149 1053 1158 1332

（g） 
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イ．事業系ごみ排出原単位の予測 

事業系ごみ排出原単位は、年により上下する傾向にあります。推計式に相関関係が見られないため、

現況値（令和3年度 231g/人・日）をそのまま使用します。なお、種類別（もやせるごみ、もやせな

いごみ、資源ごみ）については、現状（令和3年度）における構成割合を使用することとします。 

 

 

 
 

 
 

 
 

図4.2-5 事業系ごみ排出原単位の将来予測結果（宜野座村） 

 

 

  

傾向線 相関係数
（回帰式） a b ｒ

× 直線式 -9.7061 578 0.5727
× 指数式 -280.9 1241.5 0.5541
× 対数式 -1.067 10700 0.5329
× べき乗式 -0.037 858.92 0.5523

採⽤
回帰係数

予測年度 直線式 指数式 対数式 べき乗式
2023(R5) 229 235 234 227
2024(R6) 219 227 227 218
2025(R7) 209 220 221 211
2026(R8) 199 212 215 203
2027(R9) 190 205 209 196
2028(R10) 180 198 203 188
2029(R11) 170 192 198 182
2030(R12) 161 185 193 175
2031(R13) 151 179 189 169
2032(R14) 141 172 184 162
2033(R15) 132 166 180 157

（g） 
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② 米軍ごみ排出量の将来予測結果 

宜野座村及び金武町には米軍基地（キャンプ・ハンセン等）があり、そこから排出されるごみにつ

いては、現在、民間の廃棄物処理業者によって収集・運搬及び処理・処分が行われています。 

民間の廃棄物処理業者で処理されている米軍ごみ（混合廃棄物）の受入・処理実績については、表

4.2-3に示すとおりです。 

 

表4.2-3 民間処理業者による米軍ごみ（混合廃棄物）の受入・処理量の実績（単位：ｔ/年） 

 
資料提供：沖縄県環境部環境整備課 

 

令和2年9月から稼働した金武地区清掃センターにあわせて、これら米軍ごみの受入を行っているこ

とから、排出量等の将来予測を行う必要がありますが、米軍基地の将来像については不明なため、今

後も現状のままで推移するものと想定し、過去の実績データの平均値を用いることとしました。 

宜野座村及び金武町の米軍ごみ搬出量については、対象となる米軍基地（キャンプ・ハンセン）の

うち、宜野座村の該当する面積、金武町に該当する面積の比より求めた推定値としました。 

 

表4.2-4 金武町及び宜野座村の米軍ごみ受入量（推定値） 

 面積（千㎡） 割合（％） 
米軍ごみ受入量 

（ｔ） 

宜野座村 15,664 43.1 908 

金武町 20,681 56.9 1,199 

合計 36,345 100.0 2,017 

  

⽶軍ごみ受⼊量（t/年） R2 R3 R4 平均
中間処理量 1,831 1,674 1,588 1,698
再資源化量 418 463 346 409
受⼊量合計 2,249 2,137 1,934 2,107
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第３節 ごみ減量化等の数値目標 

 

１．国・県等の一般廃棄物減量化目標 

ごみの排出抑制や再資源化、 終処分については、国の基本方針や循環型社会形成推進基本計画等

において目標値が設定されています。また、沖縄県廃棄物処理計画（第5期）においても、国の目標

値等を踏まえて県の目標値が設定されています。 

本計画においては、これら指針や上位計画等の目標値を勘案しつつ、ごみの減量化目標を設定する

ものとします。 

 

表4.3-1 廃棄物処理法の基本方針（令和5年6月改正）における一般廃棄物の目標値 

 令和7年度目標値 

排出量 
平成24年度比：約16％削減 

1人1日当たりの家庭系ごみ※排出量：440 g 

再生利用率 約28％（出口側の循環利用率）（令和9年目標値） 

終処分量 平成24年度比：約31％削減 

※生活系ごみから資源ごみ量、集団回収量を除いた量 

表4.3-2 第四次循環型社会形成推進基本計画における一般廃棄物の目標値 

 令和7年度目標値 

国民、事業者双方に係

る取組指標 

「1人1日当たりのごみ排出量（計画収集量、直接搬入量、集団回収量を加え

た一般廃棄物の排出量を1人1日当たりに換算）」を約850 gとすることを目標 

家庭系ごみについて 

国民のごみ減量化への努力や分別収集の努力を表す代表的な指標として、集

団回収量、資源ごみ等を除いた、家庭からの1人1日当たりごみ排出量を約440g

とすることを目標 

事業系ごみについて 

事業所数の変動が大きいこと、事業所規模によってごみの排出量に顕著な差

が見られることなどから、1事業所当たりではなく、事業系ごみの「総量」に

ついて、約1,100万tとすることを目標 

出典：環境省「第四次循環型社会形成推進基本計画（平成30年6月）」   

表4.3-3 廃棄物処理施設整備計画における一般廃棄物処理施設の指標及び目標 

 令和9年度目標 

ごみの発生量を減らし、循環的な利用を

推進するとともに、減量効果の高い処理

を行い、 終処分量を削減し、着実に

終処分を実施する 

ごみのリサイクル率：（一般廃棄物の出口側の循環利用率） 

20％（令和2年度実績）→ 28％ 

一般廃棄物 終処分場の残余年数： 

         令和2年度の水準（22年分）を維持 

焼却せざるを得ないごみについては、焼

却時に高効率な発電を実施し、回収エネ

ルギー量を確保する 

期間中に整備されたごみ焼却施設の発電効率の平均値： 

         20％（令和2年度実績） → 22％ 

廃棄物エネルギーについて、地域を含めた外部に供給してい

る施設の割合：  41％（令和2年度実績） → 46％ 

し尿及び生活雑排水の処理を推進し、水

環境の保全を図る。 

浄化槽整備区域内の浄化槽人口普及率： 

         58％（令和2年度実績） → 76％以上 

出典：環境省「廃棄物処理施設整備計画（令和5年6月）」をもとに作成。 

表4.3-4 沖縄県廃棄物処理計画（第5期）における一般廃棄物の目標値 

 令和7年度目標値 

排出量（千t） 
429（ 786 g/人日） 

1人1日当たりの家庭ごみ排出量※：489 g 

再生利用量（千t） 94 （22％ ） 

終処分量（千t） 21 （ 4.9％ ） 

※生活系ごみから資源ごみ量、集団回収量を除いた量 

出典：「沖縄県廃棄物処理計画（令和4年3月）」 
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２．本計画における数値目標 

関連計画（一般廃棄物（ごみ）処理基本計画）の数値目標（令和5年度目標）に対しては、再生利

用量、 終処分量の目標値は達成していますが、1人1日当たりごみ総排出量、1人1日当たり家庭ごみ

排出量の目標値を達成することが困難な状況となっています。 

そこで本計画では、ごみの減量化を一層進めることに重点を置き、関連計画の目標値の年平均削減

値を参考に以下のように以下のとおり目標値を見直すこととしました。 

再生利用率、 終処分率については目標値を達成したため、新たな目標値として沖縄県廃棄物処理

計画（第5期）における一般廃棄物の目標値を中間目標値、目標値としました。 

 

表4.3-5 本計画の数値目標 

 
  

 

 

  

項⽬
基準値

（令和3年度実績）
⽬標値（中間）
（令和10年度）

⽬標値
（令和15年度）

1⼈1⽇当たり排出量 1,012ｇ/⼈・⽇ 810ｇ/⼈・⽇ 800ｇ/⼈・⽇
1⼈1⽇当たり家庭ごみ排出量 781ｇ/⼈・⽇ 440ｇ/⼈・⽇ 400ｇ/⼈・⽇
再⽣利⽤率 15.6% 22.0% 28.0%
最終処分率 5.6% 4.9% 4.9%
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第４節 発生抑制・資源化計画 
 

１．基本方針 

ごみの減量やリサイクルを行うためには、これまでの生活スタイルや事業活動を見直すとともに、

循環型社会の構築に向けて、3R（リデュース：発生・排出を抑制する、リユース：再使用する、リサ

イクル：再生利用する）を積極的に推進する必要があります。今後も、住民、事業者、行政が一体と

なって3Rに取り組み、本計画の数値目標の達成を目指します。 

 

２．施策の方向性と各主体の役割・取り組み 

（１）発生・排出抑制（リデュース）の推進 

 ① 住民の役割・取り組み 

 ア．ものを買うとき 

 ○ 買い物袋（マイバッグ）を持参し、レジ袋の使用を控える。 

 ○ 過剰包装を断り、簡易包装を選択する。 

 ○ ごみの減量化につながる商品（詰替商品、量り売り等）を購入する。 

 ○ 不要不急のものは購入しない。 

 

ごみ減量の目安 

◆レジ袋を断る    →  約 5～7 グラム/枚 

◆包装過剰を断る   → 約 10～40 グラム/枚 

◆手提げ紙袋を断る → 約 30～60 グラム/枚 

 

 

イ．ものを使うとき、食べるとき  

 ○ ものを長く大切に使う。また、壊れたり、傷んだりした場合は修理・修繕して使う。 

 ○ 賞味期限は「おいしいめやす」期限表示の意味の普及活動 

 〇 小売店舗ですぐに食べるなら手前をえらぶ「てまえどり」を呼びかける 

 

ごみ減量の目安 

◆食べ残しをなくす  →  約 140～150 グラム/ご飯一膳 

           →  約 60 グラム/6枚切･食パン1枚 

◆食材の廃棄をなくす → 約 200～300 グラム/ｺﾞｰﾔｰ 1本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：消費者庁消費者政策課HP 

「啓発用パンフレット/基礎編(令和4年3月版)」（消費者庁消費者政策課）  
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ウ．ものを使った後、食べた後（ごみを出すとき） 

 ○ 調理くずなどを排水口に流さないよう、三角コーナーや排水口に水切りネットを設ける。 

 ○ 生ごみの水切りを徹底するため、生ごみの一絞りに努める。 

   

ごみ減量の目安 

◆生ごみの一絞り → 約 20～40 グラム/世帯・日 

 

 

 ② 事業者の役割・取り組み 

 ○ 原材料の選択や生産工程を工夫し、ごみの発生を極力抑制する。 

 ○ 設計・生産段階から商品の省資源化、長寿命化を図れるよう配慮する。 

 ○ 繰り返し使える商品、耐久性に優れた商品、詰め替え可能な商品を生産・販売する。 

 ○ 容器包装の簡素化（包装材・梱包材の削減等）を徹底する。 

○ 使い捨てのプラスチック製品（ストロー、食器・容器類）の使用を抑制する。 

○ フードバンク等を積極的に活用する（食品関連事業者等）。 

○ 環境にやさしい商品の表示など、消費者に対する意識啓発を行う。 

 

③ 行政の役割・取り組み 

ア．事業系ごみ有料化の見直し 

 ○ 事業系ごみは、大型の観光開発等によって将来的にも増加することが見込れるため、事業者

の自己処理責任を明確にするとともに、更なるごみ減量化を促進するため、指定袋の導入や

処理手数料の改定など、有料化制度について検討を行う。 

 

イ．多量排出事業者に対する減量化指導の徹底・強化 

 ○ 一定量を超過してごみを排出する多量排出事業者に対しては、ごみ減量計画書の策定・報告

の義務付けや訪問指導等ができる制度の導入について、各町村との協議を行う。 

 

ウ．食品ロス削減に向けた取り組みの推進 

 ○ ホテルや飲食店等と連携・協力して、「3010運動（食べ残しをなくすため、宴会開始後30分

と終了前10分は着席して食事に集中する取り組み）」など、食品ロス削減の普及啓発に努め

る。 

 

 
 出典：環境省ホームページ「3010運動普及啓発用POP」 
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（２）再使用・再生利用（リユース、リサイクル）の推進 

① 住民の役割・取り組み 

ア．ものを買うとき 

  ○ 中古品や再生品（リサイクル製品）を購入する。 

  ○ 詰替え可能な商品を購入する。 

  ○ フリーマーケットやバザー、リサイクルショップ等を活用する。 

  ○ エコマーク商品等の環境配慮型製品を優先的に選択する。 

 

 イ．ものを使うとき 

  ○ リターナブル容器を使用する。 

  ○ 短期間使用するものは、リースやレンタルを活用する。 

  ○ 使用済みのものでも別用途に使えるものは、捨てずに別の用途で使う。 

 

リユース・リサイクルの目安 

◆洗剤容器 → 約 30～50 グラム/本 

 

 

ウ．ものを使った後（ごみを出すとき） 

 ○ ごみ分別区分に従い、分別排出を徹底する。 

 ○ ペットボトル、古紙類などは、資源ごみの日に出す。 

 ○ 白色トレイは、スーパーマーケット等の店頭回収に協力する。 

○ 家電４品目は小売店等へ、廃自動車は引取業者へ引き渡すとともに、リサイクル料金を負

担する。また、自宅の建て替えなど一定規模の解体工事を行うときは、分別解体やリサイ

クルに必要な経費を負担する。 

 

リユース・リサイクルの目安 

◆白色トレイ      → 約 3～5 グラム/枚 

◆ペットボトル  → 約 60 グラム/2㍑容器 

◆牛乳パック    → 約 30～40 グラム/個 

◆新聞紙    → 約 140 グラム/朝刊一紙 

 

 

エ．その他 

  ○ 沖縄県及び宜野座村が実施するごみに関する施策に協力する。 

  ○ 行楽・観光地等では、自分で出したごみは持ち帰る。 

  ○ リサイクル活動、環境美化活動、緑化活動など、地域や企業、環境NPO等が行う自主的な環

境保全活動に参加・協力する。 

 

 

② 事業者の役割・取り組み 

  ○ 使用済製品や部品、容器包装資源などは繰り返して使用する。 

  ○ リサイクルが容易な商品の開発・製造を行う。 

  ○ リサイクルが可能な素材等を使用する。 

  ○ リサイクル製品（再生品）を製造・販売する。 

  ○ 各町村の分別・リサイクルに協力（古紙類は資源ごみに出す等）する。 

 

 

リユース・リサイクルの目安 

◆ダンボール      → 約 500～700 グラム/枚 

◆ＯＡ用紙（A4版） → 約 2,000 グラム/500枚 
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③ 行政の役割・取り組み 

ア．容器包装リサイクルの推進 

○ 容器包装リサイクル法に基づき、分別収集品目や分別収集計画量を定めた「分別収集計画」

を策定し、容器包装ごみの分別収集に努める。また、分別収集率が低い品目については、住民

に対して適切な分別を行うよう重点的に啓発・指導を行う。 

○ 資源ごみの回収量を高めるため、新たな分別品目の追加を検討する。なお、品目の追加に当

たっては、当該品目のリサイクルの状況や、収集・運搬及び処理コスト（財政負担）等を考慮

し慎重に進める。 

 

イ．事業系紙ごみ等資源物の清掃センターへの搬入規制 

 ○ 資源ごみの分別の徹底と資源ごみ回収を促進するため、古紙類など事業系由来の資源物に対

して、ごみ焼却処理施設への搬入規制について検討を行う。 

 

ウ．粗大ごみのリユース化の推進 

 ○ 新ごみ処理施設の設置に当たっては、粗大ごみの修繕（リペア）・展示・譲渡等の機能を併

せ持つ施設を整備することで、住民への普及啓発と粗大ごみのリユース化を同時に推進する。 

 

エ．グリーン購入等 

 ○ 行政は、一般廃棄物の処理責任者として、本計画で定めた各種の施策を実施し、ごみの減量

化・リサイクル、及び適正処理を推進するとともに、自らが一事業者として、ごみの排出抑

制に努め、グリーン購入等に率先して取り組む。 

   

オ．集団資源回収の促進 

 ○ ＰＴＡ、自治会・町内会等の地域団体が行う集団資源回収は、住民の環境意識の向上が図ら

れるとともに、各町村のごみ処理経費の削減にもつながることから、その促進に努める。 

 

カ．普及啓発 

 ○ 住民及び事業者に対して、ごみの減量化やリサイクル、正しいごみの出し方等に関する普及

啓発を徹底するとともに、その活動が効果的なものとなるよう、関係機関とも連携を行う。 

具体的には、ごみ減量等の広報紙への掲載、啓発ポスター、パンフレットの作成、専門家に

よる講演会・研修会等の開催を検討・実施する。 

○ ごみの分別方法、ごみ減量等に関する出前講座の開催について検討する。 

 ○ ごみの減量・リサイクル、環境保全に積極的に取り組んでいる事業者に対し、優良事業者と

して認定・表彰等を行い、事業者の取り組みを評価する制度の創設を検討する。 
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第５節 分別、収集・運搬計画 
 

１．基本方針 

収集・運搬の主体である宜野座村では、3Rにつながるごみの分別区分や超高齢化社会の進行等に対

応した収集・運搬体制を構築するとともに、利便性の向上・効率化を図り、収集・運搬費用の低減に

努めるものとします。 

 

２．収集・運搬体制及び収集の方法 

（１）収集・運搬の主体  
ごみの収集・運搬の主体は、宜野座村とします。 

 

（２）収集対象区域  

収集対象区域については、これまでどおり、生活系ごみ、事業系ごみともに宜野座村のそれぞれの

行政区域の全域とします。 

 

（３）収集方式  

生活系ごみは、今後も戸別収集方式を行っていくものとします。もやせるごみ、ペットボトル（資

源ごみ）は、透明なビニール袋に入れて排出、もやせないごみは、かごに入れて排出、古紙類は紙ひ

もでしばって排出されたものを定期的に収集します。なお、粗大ごみについては、当面の間、申込み

制（有料）による自己搬入を継続しますが、今後の超高齢化社会への対応を考慮した収集・運搬体制

の構築について検討を進めます。 

事業系ごみについては、今後も事業所と許可業者との契約による収集方式を継続します。 

 

（４）ごみの分別区分  

生活系ごみについては、今後、住民のリサイクル機会の増大につながる取り組みとして、「雑がみ

（ミックスペーパー）」「紙製容器包装」「ガラスびん（茶色・無色・その他）」「古着・布類」「プ

ラスチック製容器包装」「小型家電」など、回収品目の追加（表4.5-1ごみの標準的な分別収集区分：

現状の「類型Ⅰ」から「類型Ⅱ」へのステップアップ）について、当該品目のリサイクルの状況、収

集・運搬及び処理コスト（財政負担）等とのバランスも考慮しながら検討を行います。また、「もや

せるごみ」の分別については、鉛を含むごみを混入させないための周知や方法を検討します。 

事業系ごみについては、事業所と許可業者との契約により、生活系ごみに準じた分別区分とし、可

能な限り統一を図ります。 
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表4.5-1 ごみの標準的な分別収集区分 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類型

　①-1 アルミ缶 ・スチール缶

　①-2 ガラスびん

　①-3 ペットボ トル

　①-1 アルミ缶 ・スチール缶

　①-2 ガラスびん

　①-3 ペットボ トル

　①-4 プラスチック製容器包装

　①-5 紙製容器包装

　①-1 アルミ缶 ・スチール缶

　①-2 ガラスびん

　①-3 ペットボ トル

　①-4 プラスチック製容器包装

　①-5 紙製容器包装

出典：環境省「ごみ処理基本計画策定指針（平成28年9月）」

類型Ⅲ
　③資源回収する生ごみ、廃食用油等のバイオマス

素材別に排出源で分別する
か、または一部又は全部の
区分について混合収集し、収
集後に選別する

標準的な分別収集区分

素材別に排出源で分別する
か、または一部又は全部の
区分について混合収集し、収
集後に選別する（ただし、再
生利用が困難とならないよう
混合収集するものの組合せ
に留意する事が必要）

素材別に排出源で分別する
か、または一部又は全部の
区分について混合収集し、収
集後に選別する（ただし、再
生利用が困難とならないよう
混合収集するものの組合せ
に留意する事が必要）

類型Ⅰ

　①資源回収する容器包装

　②資源回収する古紙類･布類等の資源ごみ（集団回収によるものを含む）

　⑤燃やすごみ （廃プラスチック類を含む） 

類型Ⅱ

　①資源回収する容器包装

　②資源回収する古紙類、布類等の資源ごみ（集団回収によるものを含む）

　⑥燃やさないごみ

　⑤燃やすごみ （廃プラスチック類を含む） 

　⑥燃やさないごみ

　⑦その他専用の処理のために分別するごみ

　⑧粗大ごみ

　④小型家電 

　①資源回収する容器包装

　②資源回収する古紙類、布類等の資源ごみ（集団回収によるものを含む）

　④小型家電 

　⑤燃やすごみ （廃プラスチック類を含む） 

　⑥燃やさないごみ

　⑦その他専用の処理のために分別するごみ

　⑦その他専用の処理のために分別するごみ

　⑧粗大ごみ

　⑧粗大ごみ
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３．計画ごみ収集・運搬量 

本計画の目標達成時における計画ごみ収集・運搬量については、表4.5-2、図4.5-1に示すとおりで

す。 

収集・運搬の対象となる生活系ごみについては、中間目標年度の令和10年度が967t、目標年度の令

和15年度が895tと見込まれます。 

なお、令和2年9月から稼働した金武地区清掃センターにあわせて、米軍基地（キャンプ・ハンセン）

からのごみの受入に伴い、収集・運搬量の予測を行っています。 

米軍ごみの収集・運搬は、民間事業者が行います。 

 

表4.5-2 計画ごみ収集・運搬量 

 
※米軍ごみの排出量は、キャンプハンセンの金武町部分の面積と宜野座村部分の面積の比より 

推定した値 

 

 

図4.5-1 計画ごみ収集・運搬量 

 

 

 

2016(H28) 2021(R3) 2028(R10) 2033(R15)

もやせるごみ t/年 1,197 1,359 739 684

もやせないごみ t/年 15 45 24 23

資源ごみ t/年 92 129 70 65

粗大ごみ t/年 33 246 134 124

計 t/年 1,358 1,779 967 895

t/年 648 527 510 519

t/年 ー 602 908 908

合計 t/年 ー 2,908 2,386 2,322

合計（米軍ごみ除く）t/年 2,006 2,306 1,478 1,414

※米軍ごみ

事業系ごみ

家
庭
系
ご
み

実績値 計画値（目標達成時）
区分 単位

（t） 
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第６節 中間処理計画 
 

１．基本方針 

ごみ処理・処分の主体である金武地区消防衛生組合では、3Rの考え方に基づき、可能な限りリユー

ス（再使用）した後に、もやせないごみ、資源ごみはリサイクル（再生利用）を行っていくものとし

ます。 

ごみ処理施設については、適切に管理・運営するとともに、施設整備を計画的に進め、ごみ処理・

処分過程における環境負荷の低減とコスト削減を目指します。また、大規模な災害が発生した場合に

も十分に対応できるよう近隣自治体等との連携を深め、災害に強く安全で安定したごみ処理・処分体

制の構築を図ります。 

 

２．ごみ処理施設の維持管理及び整備 

（１）新ごみ処理施設の整備 

① もやせるごみを対象にした『ごみ焼却処理施設』の整備 

金武地区消防衛生組合では、令和2年度にもやせるごみを対象としたごみ焼却処理施設の整備を行

い、供用を開始しました。 

 

② 不燃ごみ・資源ごみ・粗大ごみを対象にした『リサイクル施設』の整備 

金武地区消防衛生組合では、令和2年度に不燃ごみ（もやせないごみ）・資源ごみ・粗大ごみを対

象としたリサイクル施設の整備を推進し、供用を開始しました。 

 

（２）旧ごみ焼却施設跡地の利活用 

 ごみ焼却施設、リサイクル施設が令和2年度より供用開始されたことに伴い、旧施設跡地の利活用

について検討します。 

 

３．計画中間処理量 

（１）計画処理量 
本計画の目標達成時における計画処理量は、表4.6-1、図4.6-1に示すとおりです。 

計画処理量は、中間目標年度の令和10年度が2,688t、目標年度の令和15年度が2,697tと見込まれま

す。施設別の計画処理量（規模）でみると、ごみ焼却処理施設は、2,104ｔ、リサイクル施設が480t

となります。 

 

表4.6-1 計画処理量 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016(H28) 2021(R3) 2028(R10) 2033(R15)

t/年 1,826 2,262 2,104 2,022

もやせないごみ t/年 96 158 127 153

資源ごみ t/年 69 443 423 480

t/年 15 45 34 42

計画値（目標達成時）

もやせるごみ

粗大ごみ

区分 単位
実績値
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図4.6-1 計画処理量 

 

表4.6-2 ごみ焼却処理施設の施設規模（参考） 

計画処理能力 32ｔ/日（16t/8h×2基） 

 

表4.6-3 不燃ごみ・粗大ごみ処理系統の施設規模（参考） 

破砕・選別・圧縮設備の処理能力 6.3ｔ/5ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（t） 
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（２）計画資源化量 

本計画の目標達成時における計画資源化量は、表4.6-4に示すとおりです。 

計画資源化量は、中間目標年度の令和10年度が531t、目標年度の令和15年度が623tと見込まれます。 

 

表4.6-4 計画資源化量 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

2016(H28) 2021(R3) 2028(R10) 2033(R15)

t/年 1,973 2,907 2,688 2,697
t/年 19 158 127 153
t/年 128 443 423 480

紙類（紙類、紙パック、紙製容器包装） t/年 18 143 170 199
⾦属類 t/年 33 62 74 86
ガラス類 t/年 36 73 87 102
ペットボトル t/年 12 29 35 40
⽩⾊トレイ t/年 0 0 0 0
容器包装プラスチック t/年 0 0 0 0
プラスチック類 t/年 0 0 0 0
布類 t/年 0 0 0 0
肥料 t/年 0 0 0 0
飼料 t/年 0 0 0 0
溶融スラグ t/年 0 0 0 0
固形燃料 t/年 0 0 0 0
燃料 t/年 0 0 0 0
焼却灰・⾶灰のセメント化 t/年 0 136 162 190
セメント等への直接投⼊ t/年 0 0 0 0
⾶灰の⼭元還元 t/年 0 0 0 0
廃⾷⽤油 t/年 0 0 0 0
その他 t/年 1 4 5 5

t/年 100 446 531 623
％ 5.1 15.4 19.8 23.1

資源化量
リサイクル率

実績値 計画値
区分 単位

資
源
化
量
内
訳

ごみ総排出量
不燃ごみ回収量
資源ごみ回収量
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第７節 終処分計画 
 

１．基本方針 

中間処理の主体である金武地区消防衛生組合では、ごみの減量化・リサイクルを推進した後に生じ

たごみを適正に埋立処分します。 

災害にも強く安全で安定したごみ処理・処分体制を構築するためには、 終処分場を含むごみ処理

施設を計画的に整備し、適切に運営・管理することが必要であり、早急に新たな 終処分場の確保を

図るものとします。 

 

２．新 終処分場の整備 

できるだけ早い時期の供用開始を目指し、新規の 終処分場の整備を推進します。 

施設整備に当たっては、中間処理において可能な限り減量・リサイクルを行うことで、 終処分量

の削減に努め、周辺環境に配慮した施設とします。 

 

○ 埋 立 年 数 ： 20年間     

○ 埋立対象物 ： 焼却残渣、不燃残渣 

 

３．計画 終処分量 

本計画の目標達成時における計画 終処分量は、表4.7-1、図4.7-1に示すとおりです。 

計画 終処分量は、中間目標年度の令和10年度が138 t、目標年度の令和15年度が138tと見込まれ

ます。 

また、 終処分率では、中間目標年度の令和10年度が5.1％、目標年度の令和15年度が5.1％となり

ます。 

 

表4.7-1 計画 終処分量 

 
 

 

 

 

  

2016(H28) 2021(R3) 2028(R10) 2033(R15)

t/年 2,006 2,907 2,688 2,697

可燃残さ t/年 177 156 134 134

不燃残さ t/年 19 5 5 5

計 t/年 196 161 138 138

％ 9.8 5.6 5.1 5.1

予測値（目標達成時）

ごみ総排出量

終処分率

終
処
分
量

区分 単位
実績値
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図4.7-1 計画 終処分量 

 

 

 

  

（t） （%） 
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第８節 計画ごみ処理フロー 
 

本計画の目標が達成された場合、将来のごみ処理フローについては、図4.8-1に示すとおりとなり

ます。なお、新 終処分場は、令和9年度内の供用開始を目標としています。 

 

 

図4.8-1 将来のごみ処理フロー 
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第９節 その他の計画 
 

１．不適正処理・不法投棄の防止対策 

ごみの不適正処理及び不法投棄を防止するために、啓発・指導の立看板の設置やパトロールの強化

等の対策に協力していきます。また、住民、事業者、警察、県などと緊密に連携を図り、不法投棄の

未然防止の取り組みに協力していきます。 

 

２．環境教育・学習、普及啓発活動の推進 

3Rや環境問題に対する理解と関心を深めるため、現在、学校で実施されている環境教育・学習に積

極的に協力するとともに、ごみ処理施設見学など、住民向けの環境学習等に対しても必要な支援・協

力を行います。 

 

３．在宅医療廃棄物対策 

今後、超高齢化社会の進行に伴って、在宅医療廃棄物も増加することが予想されます。使用済注射

針、ガーゼ等の感染性廃棄物については、生活系ごみとは区分し、適正な回収・処理が必要になるこ

とから、今後、介護・福祉や医療機関等と協議するなど、適正な回収・処理方法について検討を行い

ます。 

 

４．特別管理一般廃棄物対策 

（１）ＰＣＢを部品中に使用した廃電気製品 

ＰＣＢを使用した部品を含む廃電気製品については、金武地区消防衛生組合では処理できないため、

排出者自らが販売店や製造業者へ引き渡すものとします。 

 

（２）感染性一般廃棄物 

医療機関から排出される感染性一般廃棄物については、金武地区消防衛生組合では処理できないた

め、医療機関自らが専門廃棄物処理業者に処分を委託しており、今後も適正な処分を指導していきま

す。 

 

（３）廃水銀（一般廃棄物である水銀使用製品から回収された廃水銀） 

水銀を使用した廃製品（乾電池、蛍光灯、水銀体温計等）については、現在、資源ごみの区分で収

集し、民間業者に処理を委託していますが、平成27年6月に「水銀による環境の汚染防止に関する法

律」が制定され、『水銀使用製品から回収された廃水銀』が特別管理一般廃棄物に指定されたことか

ら、今後、より適正な回収方法や処理・処分のあり方について検討を行います。 

 

５．災害廃棄物対策 

台風や地震等の自然災害において、金武町や宜野座村の海岸部は、地震による津波被害等が想定さ

れています。沖縄県災害廃棄物処理計画では、 大クラスの地震（L2）において、金武町では357千

ｔ、宜野座村では274千ｔの災害廃棄物が発生するものと見込まれており、これらの災害廃棄物は、

年間ごみ総発生量（令和３年度）の金武町では約83倍、宜野座村では約119倍に及ぶものとなってい

ます。 

 

表4.9-1 災害廃棄物の発生量（想定） 

 
 

 

 

分類 切迫性がﾞ高い地震（L1） 最大クラスの地震（L2） 

地震の種類 沖縄本島南西沖地震 沖縄本島南東沖地震３連動

金武町 35（30）千t 357（228）千t

宜野座村 19（17）千t 274（195）千t

出典：沖縄県災害廃棄物処理計画（平成29年3月）資料編。　表中( )内の数値は津波堆積物を示す。
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大規模災害時には、日常発生する廃棄物とは別に一時的に多量の災害廃棄物が発生するなど、本村

だけでは対応が困難となることが想定されることから、できるだけ早い時期に以下の事項について、

金武町及び金武地区消防衛生組合と協議を行い、実効性の高い災害廃棄物対策を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.9-2 一次仮置場の必要面積（想定） 

 
 

 
出典：沖縄県災害廃棄物処理計画（平成29年3月）資料編。  

 

 

 

  

分類

地震の種類

一箇所に集めた場合 1辺の長さ（m） 必要面積（m2） 1辺の長さ（m） 必要面積（m2）

金武町 89 8,800 272 76,900

宜野座村 66 5,000 239 59,600

出典：沖縄県災害廃棄物処理計画（平成29年3月）資料編。　

切迫性がﾞ高い地震（L1）

沖縄本島南西沖地震

最大クラスの地震（L2） 

沖縄本島南東沖地震３連動

◆地域内で発生した災害廃棄物への対応について、組合と構成町村の連絡・連携体制と役割分担

の明確化。 

◆災害廃棄物の一次仮置場（候補地）の設定。 

◆災害発生時に収集・運搬、処理・処分等の対応が困難となった場合に備えて、沖縄県、県内市

町村・一部事務組合及び関係団体等との連携体制、相互支援体制の強化。 

◆災害廃棄物処理計画の策定。 
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第10節 計画の進行管理 
 

ごみの減量等の目標を達成するためには、施策や取り組みの状況、目標値の達成状況等を定期的に

点検・評価し、施策等の改善を行っていくことが重要です。 

本計画では、Ｐlan（計画）、Ｄo（実行）、Ｃheck（評価）、Ａct（改善）から成るＰＤＣＡサイ

クルの考え方に基づいて、継続的な改善を図っていくものとします。 

具体的な進行管理は、毎年度、一般廃棄物処理実施計画を策定するなかで、収集・運搬、処理・処

分実績データ（民間リサイクルルートを含む）等に基づき、施策や取り組み等の実施状況、目標の達

成状況等を点検・評価していくものとします。 

なお、一般廃棄物処理実施計画は、毎年度、宜野座村のホームページにおいて公表することとしま

す。 

 

 

図4.10-1 計画の進行管理：ＰＤＣＡサイクル（概念図） 
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第５章 生活排水処理基本計画 
 

第１節 生活排水処理の現状と課題 

 
１．生活排水処理の体制 

生活排水は、各家庭の台所や風呂等から排出される生活雑排水と、トイレから排出されるし尿に分

けられます。以下に本村のそれぞれの処理体制を示します。 

 

（１）生活排水の処理体制 

各家庭の台所等から排出される生活雑排水のうち集落排水処理設備（クリーンセンター）への接続

世帯や合併処理浄化槽設置世帯は、汚水を適正に処理した後に河川や海域等の公共用水域へ放流され

ますが、みなし浄化槽（単独処理浄化槽）設置世帯は、未処理のまま放流され、河川等の水質汚濁の

原因となっています。 

 

（２）し尿の処理体制 

し尿くみ取り世帯から排出されるし尿及び浄化槽世帯から排出される浄化槽汚泥は、収集業者等に

より収集・運搬され、クリーンセンター内の再資源化施設にて適正に処理されます。また、集落排水

処理設備（クリーンセンター）への接続世帯は、生活排水と同様に汚水を適正に処理し、河川や海域

等の公共用水域に放流されます。 

 

 

図5.1-1 本村の生活排水の処理体制 
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（３）施設整備状況 

村内には集落排水処理施設が４ヶ所整備されています。村内の下水道普及率（接続区域人口/行政

区域内人口）は98.9％、接続率（接続人口/接続区域人口）は97.8％であり、村内のほぼ全域に集落

排水処理設備が整備されています。 

 

表5.1-1(1)集落排水処理施設の概要（漢那・城原地区） 

項目 内容 

名称 漢那・城原地区クリーンセンター 

所在地 宜野座村字漢那1996 番地の 6 

供用開始年月 
平成３年（漢那地区） 

平成21年（城原地区） 

計画処理人口 3,000人 

計画処理水量 1日平均処理水量810㎥ 

行政区域内人口 1,508人 

処理区域内人口 1,493人 

接続人口 1,451人 

接続率 97.19％ 

処理方式 JARUS-XIV G 型 

引用：宜野座村下水道事業経営戦略（宜野座村）（令和３年） 

 

表5.1-1(2)集落排水処理施設の概要（惣慶地区） 

項目 内容 

名称 惣慶地区クリーンセンター 

所在地 宜野座村字惣慶527 番地の 4 

供用開始年月 平成８年 

計画処理人口 1,940人 

計画処理水量 1日平均処理水量524㎥ 

行政区域内人口 1,433人 

処理区域内人口 1,429人 

接続人口 1,394人 

接続率 97.55％ 

処理方式 JARUS-XIV G 型 

引用：宜野座村下水道事業経営戦略（宜野座村）（令和３年） 

 

表5.1-1(3)集落排水処理施設の概要（宜野座地区（福山地区を含む）） 

項目 内容 

名称 宜野座地区クリーンセンター 

所在地 宜野座村字宜野座869 番地 

供用開始年月 平成11年 

計画処理人口 2,780人 

計画処理水量 1日平均処理水量667㎥ 

行政区域内人口 1,573人 

処理区域内人口 1,543人 

接続人口 1,527人 

接続率 98.96％ 

処理方式 JARUS-XI 型 

引用：宜野座村下水道事業経営戦略（宜野座村）（令和３年） 
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表5.1-1(4)集落排水処理施設の概要（松田地区） 

項目 内容 

名称 松田地区クリーンセンター 

所在地 宜野座村字松田2824 番地 

供用開始年月 平成16年 

計画処理人口 1,710人 

計画処理水量 1日平均処理水量462㎥ 

行政区域内人口 1,592人 

処理区域内人口 1,574人 

接続人口 1,536人 

接続率 97.59％ 

処理方式 JARUS-XI 型 

引用：宜野座村下水道事業経営戦略（宜野座村）（令和３年） 
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２．生活排水処理の現状 

（１）生活排水の処理実績 

本村の生活排水処理形態別人口の推移を以下に示します。 

集落排水処理設備接続率は令和３年度には98％となっています。 

また、生活排水処理率（計画処理区域内人口のうち、集落排水接続もしくは合併処理浄化槽で生活

排水を処理している人口の割合）は令和３年度において、98％となっています。 

 

表5.1-2 生活排水処理形態別人口の推移 

 
引用：１．一般廃棄物処理実態調査結果（環境省）（令和３年度実績） 

   ２．宜野座村下水道事業経営戦略（宜野座村）（令和３年） 

 

（２）し尿の処理実績 

本村におけるし尿及び浄化槽汚泥量の経緯を以下に示します。 

令和３年度において。し尿回収量は77kL/年、汚泥回収量は193kL/年となります。 
 

表5.1-3 し尿及び汚泥の排出状況 

 
引用：１．一般廃棄物処理実態調査結果（環境省）（令和３年度実績） 

 

 

図5.1-2 し尿及び汚泥の排出量及び原単位 

 

 

  

単位 平成29(2017）年度 平成30(2018）年度 令和元(2019）年度 令和２(2020)年度 令和３(2021)年度

計画処理区域内人口 人 5,953 5,974 6,039 6,027 6,054

　集落排水処理施設接続人口 人 5,838 5,855 5,908 5,907 5,934

水洗化率 ％ 100 100 100 100 100

　集落排水処理整備接続率 ％ 98.1 98.0 97.8 98.0 98.0

単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

⼈ 5,984 6,076 6,109 6,168 6,235
し尿 kL/年 48 111 65 24 77
汚泥 kL/年 296 296 273 310 193

原単位 汚泥+し尿 L/⼈・⽇ 0.16 0.18 0.15 0.15 0.12

⼈⼝

収集量

（kL） （L） 
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３．生活排水処理の課題 

 （１）汚濁負荷量の低減 

本村では、98％の世帯が集落排水処理設備へ接続されています。 

そのため、集落排水区域においては、集落排水処理設備への接続率を維持し、河川等への汚濁負荷

量の低減を図ります。 

 

 （２）集落排水処理設備への接続の維持管理や合併処理浄化槽設置の促進 

本村では、98％の世帯が集落排水処理設備へ接続されています。 

集落排水処理設備の維持管理を行うことと、未接続の世帯に対する接続の促進、集落排水経路の見

込みのない世帯に関しては、合併処理浄化槽設置制度を活用します。 
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第２節 生活排水処理の基本理念及び基本方針 
 

本計画における基本理念及び基本方針を以下に示します。 

 

１．生活排水処理の基本理念 

 

 

 

 

本計画の基本理念は「第5次宜野座村総合計画（後期計画）」基本政策5より引用しました。 

また、集落排水については、各処理場及び管路等の長寿命化を図るとともに、未整備地区における

管路延長・整備等の生活環境の充実に取り組みます。 

 

２．生活排水処理の基本方針 

本計画の基本方針は、「第5次宜野座村総合計画（後期計画）」の基本施策5-3（上水道の充実及び

農業集落排水事業の推進）より農業集落排水に関する内容を考慮し、以下の内容としました。 

 

 ・主要施設の耐震化及び老朽化施設の更新 

 ・集落排水の整備 

 ・合併処理浄化槽設置の促進 

 ・処理水・汚泥の再利用の促進 

  

「安心・安全で快適な“環境基盤づくり”」 
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第３節 生活排水処理の将来計画
 

１． 生活排水処理の将来量 

生活排水処理の将来の事業規模について、「宜野座村下水道事業経営戦略」より、今後も現状の接

続率を維持し、人口増加の割合と同程度で接続人口が増加すると想定しています。行政区域内人口、

処理区域内人口、接続人口、接続率について以下に示します。 

 

表5.3-1 行政区域人口、処理区域人口、接続人口、接続率の予測結果 

 
※令和13年度～令和15年度は令和6年度から令和12年度の結果をもとに作成 

引用：宜野座村下水道事業経営戦略（宜野座村）（令和3年） 

 

 

図5.3-1 接続人口及び接続率 

 

 

２．生活排水処理の目標 

生活排水処理の将来像として、「第5次宜野座村総合計画（後期計画）」及び「宜野座村下水道事

業経営戦略」より、「下水道（集落排水処理施設）の接続率について現状を下回らない状態を維持す

ること」を目標とし、今後も未接続世帯への接続推進を行います。 

 

表5.3-2 生活排水処理の数値目標 

項目 
現況値 

令和3年度 

中間目標 

令和10年度 

目標 

令和15年度 

集落排水処理 

施設接続率 
98.0％ 98.0％ 98.0％ 

 

  

単位 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和１０ 令和１１ 令和１２ 令和１３ 令和１４ 令和１５
⾏政区域⼈⼝ ⼈ 6,239 6,266 6,294 6,322 6,351 6,379 6,408 6,436 6,464 6,492
処理区域⼈⼝ ⼈ 6,136 6,163 6,191 6,218 6,246 6,274 6,302 6,330 6,357 6,385
接続⼈⼝ ⼈ 6,014 6,040 6,067 6,095 6,122 6,149 6,177 6,203 6,230 6,257
接続率 ％ 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0

（%） （人） 
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３．生活排水処理の目標達成に向けた施策 

「第5次宜野座村総合計画（後期計画）」より、生活排水処理の目標達成に向けた施策を以下に示

します。 

 

（１）集落排水の設備 

・快適な生活環境と河川や海の水質保全を図るため、集落排水施設の適正な維持管理に努める。 

・将来にわたって持続可能な経営を確保するため、公営企業会計への移行に努める。 

・一部の処理場において機械設備が老朽化しているため、集落排水施設の整備事業に取り組む。ま

た、地形や管理コスト低減を考慮し、松田地区の一部を宜野座地区へ編入することで 適化を

図る。 

・集落排水の接続率は 98.2 %（令和2年度末現在）と高いものの、未接続の家庭に対する接続の促

進に引き続き努める。 

 

（２）合併処理浄化槽設置の促進 

・集落排水管路の整備の見込みがないものに対して、合併処理浄化槽設置制度を活用し、設置 

に努める。 

 

（３）処理水・汚泥の再利用の促進 

・処理場から排出される処理水及び汚泥の再利用を促進し、循環型社会の形成を図る。特に汚泥に

ついては各処理場に設置されている堆肥化施設を有効活用し、品質の向上に向けた取り組みを強

化する。 
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宜野座村一般廃棄物処理基本計画 
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